
 

 

 

相模原市地域防災計画（修正案） 

新旧対照表 
 

  



 



相模原市地域防災計画（総則・予防計画編 第１款 総則） 新旧対照表 

1 
 

第１章 地域防災計画の方針 

頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

予-1 １ 目 的 

相模原市地域防災計画は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）

第４２条の規定に基づき相模原市防災会議が作成する計画であり、市域に

係る災害対策に関し、その防災活動の効果的な実施を図り、災害を防除し、

又は被害を最小限度に軽減し、もって地域社会の安全及び市民福祉の確保

を図ることを目的とする。 

なお、対象とする災害は、災害対策基本法第２条の規定による暴風、竜

巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、地震、噴火、地滑り等の異常な

自然現象、大規模な火事や爆発のほか、放射性物質の大量放出等とする。 

 

 

２ 基本理念 

(略) 

（６）災害発生時は、速やかに、施設の復旧、被災者の援護、災害復興を行 

  うこと。 

(略) 

１ 目 的 

相模原市地域防災計画は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）

第４２条の規定に基づき相模原市防災会議が作成する計画であり、市域に

係る災害対策に関し、その防災活動の効果的な実施を図り、災害を防除し、

又は被害を最小限度に軽減し、もって地域社会の安全及び市民福祉の確保

を図ることを目的とする。 

なお、対象とする災害は、災害対策基本法第２条の規定による暴風、竜

巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、地震、地盤の液状化、噴火、地

滑り等の異常な自然現象、大規模な火事や爆発のほか、放射性物質の大量

放出等とする。 

 

２ 基本理念 

(略) 

（６）災害復旧及び災害からの復興に必要な準備をするとともに、災害発生 

  時は、速やかに、施設の復旧、被災者の援護、災害復興を行うこと。 

(略) 

 

第２章 自助・共助・公助の基本及び防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

予-9 第３節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

(略) 

４ 指定公共機関 

(略) 

（４）東日本電信電話（株）、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株）、 

  （株）ＮＴＴドコモ 

(略) 

第３節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

(略) 

４ 指定公共機関 

(略) 

（４）ＮＴＴ東日本（株）、ＮＴＴドコモビジネス（株）、（株）ＮＴＴド 

  コモ 

(略) 
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第３章 市の概要 

頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

予-15 第１節 自然的条件 

(略) 

３ 気 候 

市内の気候は、寒暖の差があまり大きくなく、夏に雨が多く、冬は乾燥

する。令和５年の気候（消防局管内設置観測所の観測値）は、最高気温３

９．２℃（消防指令センター、津久井消防署）、最低気温－６．５℃（津

久井消防署）で、年平均気温は１７．４℃（消防指令センター）及び１７．

６℃（津久井消防署）であった。また、年間降水量は１，４５５．５ｍｍ

（消防指令センター）及び１，２８８．５ｍｍ（津久井消防署）であった。 

  消防指令センター（中央区中央）では令和元年１０月１２日に３６１．

５ｍｍ、また鳥屋出張所では同日に７１３．０ｍｍを観測している。 

また、平成２６年２月１４日から１５日までの降雪では、消防指令セン

ターで５６ｃｍ、緑区の中山間地の一部で１００ｃｍを超える積雪を観測

している。 

第１節 自然的条件 

(略) 

３ 気 候 

市内の気候は、寒暖の差があまり大きくなく、夏に雨が多く、冬は乾燥

する。令和６年の気候（消防局管内設置観測所の観測値）は、最高気温３

９．３℃（消防指令センター）、最低気温－３．９℃（津久井消防署）で、

年平均気温は１７．４℃（消防指令センター）及び１５．４℃（津久井消

防署）であった。また、年間降水量は２，１４４．０ｍｍ（消防指令セン

ター）及び１，６２２．０ｍｍ（津久井消防署）であった。 

  消防指令センター（中央区中央）では令和元年１０月１２日に３６１．

５ｍｍ、鳥屋出張所では同日に７１３．０ｍｍを観測している。 

また、平成２６年２月１４日から１５日までの降雪では、消防指令セン

ターで５６ｃｍ、緑区の中山間地の一部で１００ｃｍを超える積雪を観測

している。 

予-16 第２節 社会的条件 

 

１ 人 口 

  本市の人口は、昭和２９年１１月の市制施行当時は約８万人であったが、

昭和４２年に人口２０万人、昭和４６年に３０万人、昭和５２年に４０万

人、昭和６２年に５０万人、平成１２年に６０万人に達し、その後、津久

井地域との合併を経て、平成１９年に７０万人を超えた。 

令和２年国勢調査を基礎とした令和６年１月１日現在の推計人口は、７

２４，７７４人、３４５，３１９世帯となっている。年齢別では、年少人

口（１５歳未満）が１１．０％、生産年齢人口（１５歳以上６５歳未満）

が６２．１％、老齢人口（６５歳以上）が２６．９％となっている。 

また、住民基本台帳に記載されている外国人住民は１８，７０８人であ

り、市域人口の２．６％を占める。 

令和２年国勢調査における市内の昼夜間人口比は８８．９％で、昼間人

第２節 社会的条件 

 

１ 人 口 

  本市の人口は、昭和２９年１１月の市制施行当時は約８万人であったが、

昭和４２年に人口２０万人、昭和４６年に３０万人、昭和５２年に４０万

人、昭和６２年に５０万人、平成１２年に６０万人に達し、その後、津久

井地域との合併を経て、平成１９年に７０万人を超えた。 

令和２年国勢調査を基礎とした令和７年１月１日現在の推計人口は、７

２３，４０７人、３４８，８６８世帯となっている。年齢別では、年少人

口（１５歳未満）が１０．７％、生産年齢人口（１５歳以上６５歳未満）

が６２．３％、老齢人口（６５歳以上）が２７．０％となっている。 

また、住民基本台帳に記載されている外国人住民は２０，５１５人であ

り、市域人口の２．８％を占める。 

令和２年国勢調査における市内の昼夜間人口比は８８．９％で、昼間人  
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

口は夜間人口よりも１割以上少ない。 

 

２ 交 通 

（１）道 路 

一般国道は、横浜市の桜木町を起終点とする国道１６号と、東京都中央

区を起点とし塩尻市を終点とする国道２０号、平塚を起点とし緑区橋本を

終点とする国道１２９号、平塚市を起点とし緑区吉野を終点とする国道４

１２号及び富士吉田を起点とし緑区西橋本を終点とする国道４１３号の５

路線である。 

令和６年３月３１日現在、主要地方道及び一般県道は３１路線で総延長

約１９０ｋｍ、市道は１０，８６５路線で総延長約２,１９５ｋｍである。 

高速道路は、中央自動車道（中央道）と首都圏中央連絡自動車道（圏央

道）が通過している。中央道の市内延長は約９．９ｋｍで、相模湖インタ

ーチェンジと相模湖東出口が国道２０号に接続する。また、圏央道の市内

延長は約９ｋｍで、南区の当麻地区の相模原愛川インターチェンジが国道

１２９号及び県道５２号（相模原町田）に接続し、緑区の小倉地区の相模

原インターチェンジが県道５１０号（長竹川尻）に接続する。 

(略) 

口は夜間人口よりも１割以上少ない。 

 

２ 交 通 

（１）道 路 

一般国道は、横浜市の桜木町を起終点とする国道１６号と、東京都中央

区を起点とし塩尻市を終点とする国道２０号、平塚を起点とし緑区橋本を

終点とする国道１２９号、平塚市を起点とし緑区吉野を終点とする国道４

１２号及び富士吉田を起点とし緑区西橋本を終点とする国道４１３号の５

路線である。 

令和７年３月３１日現在、主要地方道及び一般県道は３１路線で総延長

約１９０ｋｍ、市道は１０，９０６路線で総延長約２,１９８ｋｍである。 

高速道路は、中央自動車道（中央道）と首都圏中央連絡自動車道（圏央

道）が通過している。中央道の市内延長は約９．９ｋｍで、相模湖インタ

ーチェンジと相模湖東出口が国道２０号に接続する。また、圏央道の市内

延長は約９ｋｍで、南区の当麻地区の相模原愛川インターチェンジが国道

１２９号及び県道５２号（相模原町田）に接続し、緑区の小倉地区の相模

原インターチェンジが県道５１０号（長竹川尻）に接続する。 

(略) 
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第４章 被害想定 

頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

予-17 第１節 本市周辺の地震発生環境 

 

１ 本市の警戒すべき地震 

相模原市を中心とする関東地方の地質構造、活断層の分布、地震の発生

状況等の調査結果から、相模原市に被害を及ぼすおそれのある地震は、次

表のとおりである。 

 

＜相模原市に影響を及ぼす地震＞ 

地震の 

タイプ 
発生場所 

地震の規模、発生確

率等 
相模原市への影響 

活断層

による

直下型

地震 

国府津－松田

断層帯 

相模トラフ地震の分

岐断層と見られる。 

百年以上後に、震度 6

強程度 

プレー

ト境界

の海溝

型の地

震 

相 模 ト ラ フ

（1923年関東

地震の再来） 

マグニチュード 8 程

度 

（中長期的な対策の

対象） 

駿 河 ト ラ フ

（東海地震）、

南海トラフ 

マグニチュード 8 程

度 

切迫性がある。 

近い将来、震度 5 強程

度 

南関東

直下の

地震 

海側と陸側の

プレートの境

界面 

マグニチュード 7 程

度 

ある程度の切迫性が

ある。 

北関東で発生する可能

性 

海側プレート

内部 

東京都以北で発生する

可能性 

地表から浅い どこで起きるか分から

第１節 本市周辺の地震発生環境 

 

１ 本市の警戒すべき地震 

相模原市を中心とする関東地方の地質構造、活断層の分布、地震の発生

状況等の調査結果から、相模原市に被害を及ぼすおそれのある地震は、次

のとおりである。 

 

＜相模原市に影響を及ぼすおそれのある地震＞ 

地震

のタ

イプ 

発生場所 
地震の規模、発生確

率等 
相模原市への影響 

南関東

直下の

地震 

（首都

直下地

震） 

地表から浅い

場所 

（地殻内の浅

い地震） 

・マグニチュード 7

クラス 

・ある程度の切迫性

がある（南関東のい

ずれかで今後 30 年

以内の地震発生確

率 70％程度）。 

どこで起こるかわか

らないが震源域直上

では最大震度 6 強程

度 

活

断

層 

立川断層

帯 

・マグニチュード 7

クラス 

・今後 30 年以内の地

震発生可能性はや

や高い。 

最大震度 5強程度 

伊勢原断

層 

・マグニチュード 7

クラス 

・今後 30 年以内の地

震発生確率ほぼ

0％ 

最大震度 6強程度 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

場所 ないが直下で起これば

震度 6強程度 

三浦半島

断層群 

・マグニチュード 7

クラス 

・三浦半島断層帯主

部武山断層帯で、今

後 30 年以内の地震

発生可能性は高い。 

最大震度 5強程度 

プレー

ト境界

の海溝

型の地

震 

相 模 ト ラ フ

（1923 年大正

関東地震の再

来） 

・マグニチュード 8

クラス 

・今後 100 年以上先

頃には地震発生の

可能性が高くなっ

てくる。 

最大震度 6強程度 

南海トラフ ・マグニチュード 8

～9 クラス 

・切迫性がある（今後

30 年以内の地震発

生確率 60～90％程

度以上又は 20～

50％）。 

最大震度 5強程度 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

予-18 

 

 

 

＜プレート構造分布図（（独）防災科学技術研究所）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜日本周辺のプレート分布＞ 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

予-19  中央防災会議の検討結果（２０１３）によれば、南関東直下の地震は、

いずれの地域で発生するかは不明であるが、浅い場所で起こる地震は、モ

ーメントマグニチュード６．８（マグニチュード７．１程度）の地震が５

ｋｍ以上の深さで発生する可能性がある。また、フィリピン海プレート上

面で発生する地震については、そこで発生した関東地震から十分なひずみ

が蓄積される時間がたっていないため、南関東地域での発生の可能性は考

えていない。フィリピン海プレート内で発生する地震については大規模な

地震が発生する可能性は１５ｋｍよりも浅い場所やプレートが十分な厚さ

を持たない場所では発生する可能性がないものと考え、東京都から埼玉・

茨城県にかけての直下でモーメントマグニチュード７．３の地震が発生す

る可能性があるものとしている。 

駿河湾で発生することが懸念されている東海地震及び駿河湾から四国沖

にかけて発生する可能性がある南海トラフの地震は、切迫性があるものと

して、国の観測態勢が強められているが、本市域では震度６弱には達しな

いものと予測される。 

また、神縄・国府津－松田断層は中央防災会議の検討結果（２０１３）

によれば、関東地震タイプの相模トラフの分岐断層として、個別の検討対

象から除外されている。 

 

 

 

 

２ 南関東地域で発生する地震の発生様式 

南関東地域で発生する地震の発生様式は、おおむね次のように分類され

る。 

このうち、②及び⑥については、それぞれ相模トラフ沿いあるいは日本

海溝・伊豆小笠原海溝沿いでマグニチュード８クラスの巨大地震として発

生する場合がある。このようなタイプの地震は、「プレート境界地震」又は

「海溝型地震」と呼ばれている。特に、相模トラフ沿いで発生した地震と

しては、１９２３年大正関東地震などがあり、２００～４００年間隔でマ

グニチュード８クラスの巨大地震が発生してきたことが分かっている。 

その他の地震は、大きい場合でも地震の規模はおおむねマグニチュード

７程度で、地震の震源が陸域の下にあるものは「直下地震」と呼ばれ、そ

の中でも首都地域の下で発生する地震は「首都直下地震」と呼ばれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※相模原市を含む断面図 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①地殻内（北米プレート又はフィリピン海のプレート）の浅い

地震 

②フィリピン海プレートと北米プレートの境界の発生 

③フィリピン海プレート内の地震 

④フィリピン海プレートと太平洋プレートの境界の発生 

⑤太平洋プレート内の地震 

⑥フィリピン海プレート及び北米プレートと太平洋プレートの

境界の地震 

＜南関東で発生する地震の模式図（中央防災会議、２０１３）＞ 

  
大正関東地震から１００年程度しか経過していないため、当面の間、こ

のタイプのマグニチュード８クラスの地震（図の②）が発生する可能性は

低いが、今後１００年先頃には地震発生の可能性が高まると考えられる。 

一方、次のマグニチュード８クラスの地震発生が近づくに従って、それ

に先立ってマグニチュード７クラスの地震が発生する可能性は高くなって

おり、過去の地震の経験から、次の相模トラフ沿いでのマグニチュード８

クラスの地震が発生するまでに、南関東地域においてマグニチュード７ク

ラスの地震が複数回発生する可能性が考えられる。地震調査研究推進本部

地震調査委員会（２００４）によると、南関東地域でマグニチュード７ク

ラスの地震が発生する確率は３０年間で７０パーセントである。ただし、

それは、前記の①～⑥のいずれで発生するのか、どの場所で発生するのか

は分からない。 

特に、①地殻内の浅い地震については、活断層として知られている場所

で発生する場合もあれば、そのような場所が明確でない場所で発生する場

合もあり、日本全国どこでも起こり得るとされている。なお、相模原市周

辺の活断層の分布は以降に示すとおりで、近い将来に相模原市に大きい被

害を及ぼすような地震（相模トラフ沿いの地震を除く。）を発生させる活断

層は見られない。 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

予-20  

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 本市近傍の活断層の分布 

相模原市の周辺には次ページ図（活断層分布図）に示すような活断層が

分布する。地震が発生する可能性のある活断層については、神奈川県及び

国（地震調査研究推進本部）で調査が進められており、その結果、下表のよ

うに評価結果がまとめられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、「プレート境界地震」又は「海溝型地震」として、南海トラフ沿い

で発生するマグニチュード８～９クラスの地震（「南海トラフ地震」と称さ

れる。）の発生する可能性が高まっていると考えられている。今後３０年以

内の地震発生確率は、隆起量観測値を考慮して計算された６０～９０％程

度以上又は地震発生履歴のみから計算された２０～５０％と推測されてい

る。ただし、南海トラフ地震の震源域は、南関東地域の直下からは外れて

おり相模原市までは距離があるため、南海トラフ地震が発生した場合でも、

直接に大きい被害が市内で発生することは想定されない。 

 

３ 活断層の分布 

活断層は数千年から数万年の間隔で地震を発生させるものと考えられて

おり、活断層の活動の可能性については文部科学省地震調査研究推進本部

で活断層の「長期評価」にまとめられている。 

  また、活断層で地震が発生した場合の震度分布等についても評価されて

いる。 

  相模原市周辺の活断層の分布は次のとおりである。 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

＜本市周辺の活断層の評価＞ 

断   層   名 活 断 層 の 評 価 

立川断層帯 

平均活動間隔は約 1 万～1 万 5 千年、最新の地震

は 1万 3 千年前～2万年前。今後 30 年間に地震が

発生する可能性はわが国の主な活断層の中ではや

や高いグループに属する。 

伊勢原断層 
平均活動間隔は 4 千年～6 千年程度で、地震発生

の可能性は低い。 

渋沢断層・秦野

断層 

平均活動間隔は不明だが、約 1万 7千年前に活動

しており、今後も活動する可能性あり。神縄・国

府津－松田断層帯の活動に付随して活動する可能

性もある。 

三浦半島断層群 

詳細は不明であるが、今後 30 年間に地震が発生

する可能性がわが国の主な活断層の中では高いグ

ループに属する。 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜南関東付近の主要活断層帯＞ 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

予-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 地震被害の想定 

平成２６年度に「相模原市防災アセスメント調査」を実施し、「東部直下

地震」「西部直下地震」及び「大正関東タイプ地震」に関する本市域の地震

被害予測を実施した。また、神奈川県では、平成２５年度から２６年度ま

でにかけて、「東海地震」「都心南部直下地震」など本市に影響を与える地

震として示した地震被害予測を実施している。 

 

 

 

 

１ 想定地震の設定条件及び被害の概要 

各想定地震の設定条件及び被害の概要は次表のとおりである。被害数量

は、調査年次当時の社会条件を基に予測されたものである。このうち、今

後１００年以内に発生する可能性が少ない南関東地震を除き、被害量の大

きい「直下型地震」を本市の防災体制整備の目標となる想定地震と位置付

ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 地震被害の想定 

令和６年度から７年度にかけて「相模原市防災アセスメント調査」を実

施し、直下型の地震である「本市の東部地域直下の地震（以下「東部直下

地震」という。）」、「本市の西部地域直下の地震（以下「西部直下地震」と

いう。）」及び「相模トラフで発生する海溝型地震（以下「大正関東タイプ

地震」という。）」の３つの地震を想定し、本市域の地震被害予測を実施し

た。また、神奈川県では、令和５年度から６年度にかけて、「大正型関東地

震」、「都心南部直下地震」など本市に影響を与える地震として示した地震

被害予測を実施している。 

 

１ 想定地震の設定条件及び被害の概要 

各想定地震の設定条件及び被害の概要は次のとおりである。被害数量は、

調査年次当時の社会条件を基に予測されたものである。被害量の大きい「東

部直下地震」を本市の防災体制整備の目標となる想定地震と位置付ける。 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜各想定地震の設定条件＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※１）出火件数は冬１８時の場合 

（※２）冬１８時の場合の避難所への避難者数のうち、住家被害はないが、

断水により避難する人数 

避難者数は、ピークとなる発災から１週間程度の想定 

（※３）冬の深夜２時の場合 

（※４）１日後の避難所への避難者数 

（※５）冬の早朝５時の場合 

＜各想定地震の設定条件と被害の概要＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※１）焼失件数は冬１８時の場合 

（※２）冬１８時の場合の避難所への避難者数のうち、住家被害はないが、

断水により避難する人数（ピークとなる発災から１週間後の想定） 

 

（※３）冬の深夜２時の場合 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

予-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜想定地震（直下型）の震源域＞ 

(略) 

２ アセスメントによる被害想定 

国における首都直下地震の新たな被害想定の知見や近年の災害履歴等に

基づき、本市の地震被害想定である、「相模原市防災アセスメント調査」を

更新（平成２６年５月）した。 

（１）想定地震と条件 

想定地震と発生時刻等の条件は、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地震動・液状化 

地震動予測結果は、次のとおりである。 

なお、液状化は、いずれの地震においても相模川沿岸の低地部で危険

性があると予測された。 

ア 相模原市東部直下地震 

(略) 

＜想定地震（直下型）の震源断層位置＞ 

(略) 

２ 被害想定 

本市の防災対策の基礎となるものとして、令和６年度から７年度にかけ

て実施した「相模原市防災アセスメント調査」により、本市の地震被害想

定などを更新（令和７年１１月）した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）地震動・液状化 

地震動予測結果は、次のとおりである。 

なお、液状化は、いずれの地震においても相模川沿岸の低地部でのみ

危険性があると予測された。 

ア 東部直下地震 

(略) 

予-23 イ 相模原市西部直下地震 

(略) 

 

 

 

 

イ 西部直下地震 

(略) 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

予-24 （３）建物被害・地震火災 

建物被害及び地震火災の予測結果は、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）建物被害・地震火災 

建物被害及び地震火災の予測結果は、次のとおりである。 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

予-25 

 

（４）ライフライン被害 

電気、上水道、都市ガスの被害は、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）表中の停電域内人口及び停電人口率は、避難等による人口の異動を 

   考慮していない値である。 

（注２）都市ガスについては、ガス供給体制の強靭化
きょうじんか

が図られ、平成２６年 

   の防災アセスメント調査時より、早期の供給再開が可能となってい 

   る。 

 

 

（３）ライフライン被害 

電気、上水道、都市ガスの被害は、次のとおりである。 

 

（注）表中の数値は概数で示されているため、集計が一致しないことがある。 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

予-26 （５）人的被害 

死者、負傷者及び閉込者の予測結果は次のとおりである。 

 

（４）人的被害 

死者、負傷者及び閉込者の予測結果は次のとおりである。 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

予-27 （６）避難者・応急給水人口 

   避難者及び応急給水人口の予測結果は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(略) 

 （注３）「応急給水人口」は、断水域内で避難せずに留まる者で、断水域

内の人口から避難者を差し引いた人口 

 

（５）避難者・応急給水人口 

   避難者及び応急給水人口の予測結果は次のとおりである。 

 

(略) 

 （注３）「応急給水人口」は、断水域内で避難せずに留まる者で、断水域

内の人口から避難者数を差し引いた人口である。 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

  

 

（６）帰宅困難者数 

   帰宅困難者数の予測結果は次のとおりである。 

 

 

 

  



相模原市地域防災計画（総則・予防計画編 第１款 総則） 新旧対照表 

20 
 

頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

予-28 第３節 風水害の危険性 

１ 風水害等の履歴 

相模原市では、主として、５月～１０月に大雨や強風により被害が発生

している。これらの被害の原因は、「梅雨前線や秋雨前線と低気圧に伴う

大雨」や「台風」によるものがほとんどである。最近では、雷雲による短

時間の集中豪雨によって浸水被害が発生している。 

相模原市における水害は、台風や梅雨前線の活動など１日以上にわたる

大量の降雨によってもたらされるものと、雷雲等の短時間の集中豪雨によ

ってもたらされるものとがある。 

過去の風水害等による主な被害等は以下のとおりである。 

なお、詳細な記録は資料編２５－２「相模原市の災害記録」に掲載して

いる。 

 

第３節 風水害の危険性 

１ 風水害等の履歴 

相模原市では、主として、５月から１０月までに大雨や強風により被害

が発生している。これらの被害の原因は、梅雨前線や秋雨前線と低気圧に

伴う大雨や台風によるものがほとんどである。最近では、雷雲による短時

間の局地的大雨や線状降水帯の発生などによる顕著な大雨によって浸水被

害が発生している。 

相模原市における水害は、台風や梅雨前線の活動など１日以上にわたる

大量の降雨によってもたらされるものと、雷雲等や線状降水帯の発生など

の短時間の顕著な大雨によってもたらされるものとに大別される。 

過去の風水害等による主な被害等は以下のとおりである。 

なお、詳細な記録は資料編２５－２「相模原市の災害記録」に掲載して

いる。 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

  ２ 土砂災害の危険性 

（１）土砂災害の発生地域 

土砂災害は、相模原台地では、座間丘陵の西側斜面や段丘崖で発生し

ており、特に、大島、田名、当麻等の低地と下段・中段との境界に当た

る段丘崖で発生していることが多い。 

相模原市西部では、急傾斜の斜面に敷設された道路ののり面での崩壊

や落石、山地斜面の崩壊等が発生している。 

 

（２）土砂災害警戒区域等 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

（平成１２年法律第５７号。以下「土砂災害防止法」という。）に基づ

き、県は、急傾斜地の崩壊、土石流及び地滑りの危険がある区域を土砂

災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域として指定している。 

本市における指定の状況は以下のとおりである。 

 

２ 土砂災害の危険性 

（１）土砂災害の発生地域 

土砂災害は、相模原台地では、座間丘陵の西側斜面や段丘崖で発生し

ており、特に、大島、田名、当麻等の低地と下段・中段との境界に当た

る段丘崖で発生していることが多い。 

相模原市西部では、令和元年東日本台風において、緑区の２５０箇所

で崖崩れ等の土砂災害が発生した。また、道路等で多数の崩壊や落石、

土砂流入などの被害が発生した。 

（２）土砂災害警戒区域等 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

（平成１２年法律第５７号。以下「土砂災害防止法」という。）に基づ

き、県は、急傾斜地の崩壊、土石流及び地滑りの危険がある区域を土砂

災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域として指定している。 

本市における指定の状況は次のとおりである。 

 

予-29  土砂災害警戒区域（箇

所） 

土砂災害特別警戒区域（箇

所） 

急傾斜地の崩壊 ６８９ ６６８ 

(略) (略) (略) 

《令和６年１０月２８日現在》 

(略) 

 土砂災害警戒区域（箇

所） 

土砂災害特別警戒区域（箇

所） 

急傾斜地の崩壊 ６９１ ６７４ 

(略) (略) (略) 

                  《令和７年１１月１日現在》 

(略) 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

予-31 

 

 

 

第４節 火山災害の危険性 

(略) 

３ 富士山の火山現象による被害想定 

(略) 

第４節 火山災害の危険性 

(略) 

３ 富士山の火山現象による被害想定 

(略) 

予-32 （２）降灰 

   降灰は、噴火によって火口から空中に噴出された火山灰（直径２ｍｍ

未満）が地表に降下する現象であり、風によって火口から離れた広い範

囲にまで拡散する。 

   本市においては、富士山ハザードマップにより、約２ｃｍから３０ｃ

ｍの堆積が想定されている。 

   降灰により予想される主な影響は次のとおりである。 

ア 呼吸器系の障害を訴える人が増える。 

イ 交通輸送力が落ちる。 

ウ 農作物収穫量に影響が出る。 

エ 山林や立木等が枯れる。 

オ 山間部は除灰できないことから、土石流が発生する。 

カ 家庭の雨どい等が詰まる。 

キ 車のフロントガラス等が傷つく。 

ク 屋内に大量に入り込むと空調機や電算機に障害が出ることもある。 

ケ 鉄道等の公共交通機関の運行に支障が出る。 

コ 降雨時には、３０ｃｍ以上の堆積厚で木造家屋が火山灰の重みで倒

壊するおそれがある。 

 

 

 

 

 

（２）降灰 

   降灰は、噴火によって火口から空中に噴出された火山灰（直径２ｍｍ

未満）が地表に降下する現象であり、風によって火口から離れた広い範

囲にまで拡散する。 

   本市においては、富士山ハザードマップにより、約２ｃｍから３０ｃ

ｍの堆積が想定されている。 

   降灰により予想される主な影響は次のとおりである。 

 

   ＜降灰によって生じる主な影響の一覧（首都圏における広域降灰対策

ガイドライン）＞ 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年３月に内閣府より公表された「首都圏における広域降灰対策

ガイドライン」では、対策の検討に当たって想定する被害の様相と対策

の基本的な考え方を、次のような４ステージに区分している。これによ

ると、本市は場合によってはステージ４となる可能性がある。 

 

＜対策の検討に当たって想定する被害の様相と対策の基本的な考え方＞ 

予-33 (略) 

（３）降灰後の土石流 

   土石流は、斜面や渓流の土砂が水と一体となって流下する現象であり、

降灰の堆積厚が１０ｃｍ以上となる土砂災害警戒区域（土石流）におい

ては、降灰後の降雨による土石流が発生する可能性が高くなることが想

定されている。本市は、土砂災害警戒区域（土石流）のほぼ全域にわた

り、１０ｃｍ前後の降灰の堆積厚が想定されている。 

 

(略) 

(略) 

（３）降灰後の土石流 

   土石流は、斜面や渓流の土砂が水と一体となって流下する現象であり、

降灰量が１０ｃｍ以上となる土砂災害警戒区域（土石流）においては、

降灰後の降雨による土石流が発生する可能性が高くなることが想定され

ている。「首都圏における広域降灰対策ガイドライン」の降灰量の予測

の一例において、本市で降灰の厚さが３０ｃｍ以上となることも予想さ

れている。 

(略) 
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第１章 災害に強いまちづくり 

頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

予-34 (略) 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 項  目 

市担当 

(略) (略) 

都市建設局（土木

部） 

避難路・緊急輸送道路等の整備に関す

ること。 

電線類の地中化に関すること。 

道路拡幅・隅切り整備に関すること。 

所管する道路・河川の整備に関するこ

と。 

下水道・雨水流出抑制施設の機能強化

に関すること。 

(略) (略) 

関 係 

機 関 

(略) (略) 

東京電力パワーグ

リッド（株） 
電線類の地中化に関すること。 

東 日 本 電 信 電 話

（株） 

(略) 

(略) 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 項  目 

市担当 

(略) (略) 

都市建設局（土木

部） 

避難路・緊急輸送道路等の整備に関す

ること。 

電線類の地中化に関すること。 

道路拡幅・隅切り整備に関すること。 

所管する道路・河川の整備に関するこ

と。 

下水道・雨水流出抑制施設の機能強化

に関すること。 

(略) (略) 

関 係 

機 関 

(略) (略) 

東京電力パワーグ

リッド（株） 
電線類の地中化に関すること。 

ＮＴＴ東日本（株） 

(略) 
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頁 現 行（令和７年５月修正） 修正案 

予-35 (略) 

５ 避難路、緊急輸送道路等の整備、建築物の不燃化・耐震化 

（１）避難路、緊急輸送道路等の整備 

都市建設局（土木部）は、安全で迅速な避難及び輸送ができるよう、

都市計画道路等の整備、下水道の耐震補強、橋りょう等の耐震補強、崖

崩れ対策等を進め、避難路や緊急輸送道路等のルート確保に努める。 

 

(略) 

(略) 

５ 避難路、緊急輸送道路等の整備等、建築物の不燃化・耐震化 

（１）避難路、緊急輸送道路等の整備等 

都市建設局（土木部）は、安全で迅速な避難及び輸送ができるよう、

都市計画道路等の整備、下水道の耐震補強、橋りょう等の耐震補強、崖

崩れ対策等を進め、避難路や緊急輸送道路等のルート確保に努める。 

(略) 

  ７ 電線類の地中化 

震災時に電柱の倒壊等による道路の寸断を防止するため、都市建設局（土

木部）は、東京電力パワーグリッド（株）、東日本電信電話（株）等の関

係機関と密接な連携を図りながら、電線類を地中化することにより、避難

路の安全対策、緊急輸送道路の確保を図る。 

(略) 

７ 電線類の地中化 

震災時に電柱の倒壊等による道路の寸断を防止するため、都市建設局（土

木部）は、東京電力パワーグリッド（株）、ＮＴＴ東日本（株）等の関係

機関と密接な連携を図りながら、電線類を地中化することにより、避難路

の安全対策、緊急輸送道路の確保を図る。 

(略) 
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第２章 施設構造物・設備の安全化 

頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

予-37 (略) 

第１節 都市施設等の防災対策  

(略) 

２ 実施担当 

 担 当 部 署 項  目 

市担当 

都市建設局（土木

部） 

簡易水道施設の防災対策に関するこ

と。 

下水道施設の防災対策に関すること。 

(略) (略) 

関 係 

機 関 

(略) (略) 

東 日 本 電 信 電 話

（株） 
電話施設の防災対策に関すること。 

(略) (略) 

(略) 

(略) 

第１節 都市施設等の防災対策  

(略) 

２ 実施担当 

 担 当 部 署 項  目 

市担当 

都市建設局（土木

部） 

簡易水道施設の防災対策に関するこ

と。 

下水道施設の防災対策に関すること。 

(略) (略) 

関 係 

機 関 

(略) (略) 

ＮＴＴ東日本（株） 電話施設の防災対策に関すること。 

(略) (略) 

(略) 

予-38 ７ 簡易水道施設の防災対策 

 都市建設局（土木部）は、大規模地震発生後も簡易水道機能を確保する

ため、次の簡易水道施設に係る耐震化等の対策を図るほか、発災時には「相

模原市簡易水道事業業務継続計画」（簡易水道ＢＣＰ）で定めた災害対応

を実行し、簡易水道施設の機能の早期回復に努める。 

 

８ 下水道施設の防災対策 

  下水道は、その大部分が地下に築造されているため、破損があった 

７ 簡易水道施設の防災対策 

 都市建設局（土木部）は、大規模地震発生後も簡易水道機能を確保する

ため、次の簡易水道施設に係る耐震化等の対策を図るほか、発災時には「相

模原市簡易水道事業業務継続計画」（簡易水道ＢＣＰ）で定めた災害対応

を実行し、簡易水道施設の機能の早期回復に努める。 

 

８ 下水道施設の防災対策 

  下水道は、その大部分が地下に築造されているため、破損があった 
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頁 現 行（令和７年５月修正） 修正案 

 場合は、その復旧に長時間を要することとなる。そのため、都市建設局（土

木部）は、大規模地震発生後も下水道機能を確保するため、次のとおり、

下水道施設に係る耐震性の確保等の対策を図るほか、発災時には「相模原

市下水道事業業務継続計画」（下水道ＢＣＰ）で定めた災害対応を実行し、

下水道施設の機能の早期回復に努める。 

(略) 

場合は、その復旧に長時間を要することとなる。そのため、都市建設局（土

木部）は、大規模地震発生後も下水道機能を確保するため、次のとおり、

下水道施設に係る耐震性の確保等の対策を図るほか、発災時には「相模原

市下水道事業業務継続計画」（下水道ＢＣＰ）で定めた災害対応を実行し、

下水道施設の機能の早期回復に努める。 

(略) 

  ９ 電話施設の防災対策 

東日本電信電話（株）等の電話通信事業者は、建物や無線鉄塔等の耐震

化、主な通信ケーブル専用トンネルの建設、中継ケーブルの複数ルート分

散、災害対策機器類の配備等の対策を推進する。 

(略) 

９ 電話施設の防災対策 

ＮＴＴ東日本（株）等の電話通信事業者は、建物や無線鉄塔等の耐震化、

主な通信ケーブル専用トンネルの建設、中継ケーブルの複数ルート分散、

災害対策機器類の配備等の対策を推進する。 

(略) 

予-39 第２節 建造物等災害対策 

(略) 

第２節 建造物等災害対策 

(略) 

予-41 ８ 家具等の転倒防止対策 

阪神・淡路大震災の震度７の地域では、全体の約６割の部屋で家具が転

倒したほか、屋内での負傷原因の約半数が家具の転倒であった。 

また、福岡県西方沖地震（平成１７年３月発生、震度５強から６弱）の

中高層共同住宅では、大半の住まいで「棚から置物や小物が落下」（９１．

５％）、「テレビ・電子レンジ・パソコン等の落下」（４２．４％）、「家

具等の転倒」（３９％）があり、これらが原因となる負傷や、室内散乱に

よる生活への支障が報告された。 

さらに、近年発生した地震における家具類の転倒・落下が原因のけが人

の割合は、宮城県北部地震（平成１５年７月発生、最大震度６強）４９．

４％、岩手・宮城内陸地震（平成２０年６月発生、最大震度６強）４４．

６％、新潟県中越地震（平成１６年１０月発生、最大震度７）４１．２％、

新潟県中越沖地震（平成１９年７月発生、最大震度６強）４０．７％であ

った。 

また、平成３０年に起こった、大阪北部地震（平成３０年６月発生、最

大震度６弱）及び北海道胆振東部地震（平成３０年９月発生、最大震度７） 

８ 家具等の転倒防止対策 
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頁 現 行（令和７年５月修正） 修正案 

 の際にもタンス等の家具の下敷きになり、人命が失われている。 

このため、市民及び各施設の管理者等は、家具・什器類、自動販売機等

の転倒防止措置を次のとおり行い、地震時の人的被害発生の防止に努め

る。また、危機管理局は、次のとおり家具等の転倒防止措置の実施を呼び

掛ける。 

 

(略) 

 

過去発生した地震における家具類の転倒・落下が原因のけが人の割合が

多いため、市民及び各施設の管理者等は、家具・什器類、自動販売機等の

転倒防止措置を次のとおり行い、地震時の人的被害発生の防止に努める。

また、危機管理局は、次のとおり家具等の転倒防止措置の実施を呼び掛け

る。 

(略) 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

予-44 ４ 緊急輸送道路の指定 

（１）県指定の緊急輸送道路 

 県は、県庁、広域防災活動拠点、市町村災害対策本部等、物資受入れ

港等及び隣接都県の主要路線と接続する路線を緊急輸送道路として指

定する。 

４ 緊急輸送道路の指定 

（１）県指定の緊急輸送道路 

 県は、県庁、広域防災活動拠点、市町村災害対策本部等、物資受入れ

港等及び隣接都県の主要路線と接続する路線を緊急輸送道路として指

定する。 

 ア 第１次緊急輸送道路 

高規格幹線道路、一般国道等で構成する広域的ネットワークの重要

路線で、緊急輸送の骨格を成す道路 

イ 第２次緊急輸送道路 

第１次路線を補完し、地域的ネットワークを形成路線及び市町村

庁舎に連絡する道路 

(略) 

ア 第１次緊急輸送道路 

高規格幹線道路、一般国道等で構成する広域的ネットワーク及び港

湾等に連絡する路線で、緊急輸送の骨格を成す路線 

イ 第２次緊急輸送道路 

第１次緊急輸送道路を補完し、地域的ネットワークを形成する路線

及び市町村庁舎等に連絡する路線 

(略) 
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第３章 火災・危険物災害等の防止 

頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

予-45 第１節 火災等の防止対策 

(略) 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 項  目 

市担当 

（略） （略） 

消 防 局 

消防法に基づく指導等に関するこ

と。 

出火防止対策に関すること。 

(略) 

第１節 火災等の防止対策 

(略) 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 項  目 

市担当 

（略） （略） 

消 防 局 

消防法に基づく指導等に関するこ

と。 

出火防止対策に関すること。 

感震ブレーカーの普及啓発に関す

ること。 

(略) 

予-47 ４ 出火防止対策の推進 

(略) 

（２）危機管理局は、次の普及啓発対策を推進する。 

(略) 

４ 出火防止対策の推進 

(略) 

（２）危機管理局及び消防局は、次の普及啓発対策を推進する。 

(略) 

予-50 第２節 危険物等の災害対策 

(略) 

３ 危険物取扱事業所、火薬類取扱事業所、高圧ガス取扱事業所及び液化石

油ガス取扱事業所の災害予防 

（１）消防局は、危険物取扱事業所、火薬類取扱事業所、高圧ガス取扱事業

所及び液化石油ガス取扱事業所の所有者又は管理者に対し、次の対策を

実施する。 

  ア 危険物取扱事業所 

（ア）保安検査及び立入検査の実施 

(略) 

第２節 危険物等の災害対策 

(略) 

３ 危険物取扱事業所、火薬類取扱事業所、高圧ガス取扱事業所及び液化石

油ガス取扱事業所の災害予防 

（１）消防局は、危険物取扱事業所、火薬類取扱事業所、高圧ガス取扱事業

所及び液化石油ガス取扱事業所の所有者又は管理者に対し、次の対策を

実施する。 

  ア 危険物取扱事業所 

（ア）立入検査の実施 

(略) 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

 （オ）浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等に施設が所在する事業所へ

の必要な措置の検討、応急対策に係る計画作成の指導 

(略) 

（２）各事業所の所有者又は管理者は、自主保安体制の充実のため、次の対

策を実施する。 

ア 危険物取扱事業所 

(略) 

（オ）浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等に施設が所在する事業所に

おける必要な措置の検討、応急対策に係る計画の作成 

(略) 

（オ）浸水想定区域、土砂災害警戒区域等に施設が所在する事業所への

必要な措置の検討、応急対策に係る計画作成の指導 

(略) 

（２）各事業所の所有者又は管理者は、自主保安体制の充実のため、次の対

策を実施する。 

ア 危険物取扱事業所 

(略) 

（オ）浸水想定区域、土砂災害警戒区域等に施設が所在する事業所にお

ける必要な措置の検討、応急対策に係る計画の作成 

(略) 



相模原市地域防災計画（総則・予防計画編 第２款 災害予防計画） 新旧対照表 

32 
 

 

 

  

頁 現 行（令和７年５月修正） 修正案 

予-56 (略) 

１０ 浸水被害警戒地域対策計画 

  危機管理局、都市建設局（土木部）、消防局は、浸水被害警戒地 

 域における防御活動の円滑化を図り、浸水被害を軽減させるため、市民と

の連携及び市災害対策本部設置前の防御体制を整備する。 

(略) 

１０ 浸水被害警戒地域対策計画 

  危機管理局、都市建設局（土木部）及び消防局は、浸水被害警戒地域に

おける防御活動の円滑化を図り、浸水被害を軽減させるため、警戒地域関

係者との連携及び市災害対策本部設置前の防御体制を整備する。 

 する。 

予-57 （１）警戒地域の区分 

ア 第１次警戒地域 

時間降雨量が計画降雨強度（実績降雨量から定めた降雨強度式によ

り算出する降雨の強さをいう。）を超えない場合において、床上浸水

の被害があった地域 

イ 第２次警戒地域 

時間降雨量が計画降雨強度を超えない場合において、床下浸水の被

害があった地域 

（２）警戒地域の指定又は解除 

警戒地域の指定又はその解除は、危機管理局、都市建設局（土木部）

及び消防局が協議の上、毎年決定する。 

（３）現地調査 

関係各局は、警戒地域のうち必要な地域について、雨水排水施設等の

点検、その他防御活動に必要な措置を確認するため、出水期前に合同で

現地調査を行う。 

(略) 

（１）警戒地域の区分 

ア 第１次警戒地域 

降雨量が１時間当たりの計画降雨強度（実績降雨量から定めた降雨

強度式により算出する降雨の強さをいう。）を超えない場合において、

床上浸水の被害があった地域 

イ 第２次警戒地域 

降雨量が１時間当たりの計画降雨強度を超えない場合において、床

下浸水の被害があった地域 

（２）警戒地域の指定又は解除 

警戒地域の指定又はその解除は、危機管理局、都市建設局（土木部）

及び消防局が協議の上、毎年決定する。 

（３）現地調査 

関係部局は、警戒地域のうち必要な地域について、雨水排水施設等の

点検、その他防御活動に必要な措置を確認するため、梅雨期前に合同で

現地調査を行う。 

(略) 
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第５章 応急対策への備え 

頁 現 行（令和７年５月修正） 修正案 

予-62 第１節 情報伝達網の整備 

(略) 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 項  目 

市担当 危 機 管 理 局 

デジタル地域防災無線、防災行政用

同報無線（ひばり放送）、アマチュア

無線等に関すること。 

災害時優先電話に関すること。 

防災関係機関等との通信網の整備に

関すること。 

(略) (略) (略) 

(略) 

第１節 情報伝達網の整備 

(略) 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 項  目 

市 担

当 
危 機 管 理 局 

防災行政用同報無線（ひばり放送）、

災害対応用スマートフォン、デジタ

ル簡易無線、アマチュア無線等に関

すること。 

災害時優先電話に関すること。 

防災関係機関等との通信網の整備に

関すること。 

(略) (略) (略) 

(略) 

 ５ デジタル地域防災無線設備 

 消防指令センター、市役所本庁舎、区役所、まちづくりセンター、公民館、

避難所、公用車等にデジタル地域防災無線設備を整備し、有線電話不通時の

情報伝達手段を確保する。 

５ 携帯電話等の活用 

 災害対策に特に必要と認める職員や避難所等に公共安全モバイルシステ

ムに対応した災害対応用スマートフォンを配備し、連絡体制及び動員体制

の整備を図る。 

  また、通信の輻輳
ふくそう

や孤立地区の発生に備え、孤立が予想される地区への

衛星携帯電話の配備を推進する。 

予-63 ６ 携帯電話等の活用 

 災害対策に特に必要と認める職員や避難所等に携帯電話を配備し、連絡

体制及び動員体制の整備を図る。 

 また、通信の輻輳
ふくそう

や孤立地区の発生に備え、孤立が予想される地区への衛

星携帯電話の配備を推進する。 

(略) 

６ デジタル簡易無線の活用 

 一般固定電話や携帯電話の輻輳
ふくそう

・途絶等に備えるため、避難所等にデジタ

ル簡易無線機を配備し、連絡体制及び動員体制の整備を図る。 

 

 

(略) 
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頁 現 行（令和７年５月修正） 修正案 

 ８ 無線従事者の養成 

デジタル地域防災無線、防災行政用同報無線（ひばり放送）の運用に当た

り、必要となる無線従事者を計画的に養成し、無線局の運用体制の充実を

図る。 

 

９ アマチュア無線局の活用 

災害の状況によっては、地域防災無線、防災行政用同報無線（ひばり放

送）等の運用のみでは被害情報の収集伝達に困難をきたすことが予想され

るため、アマチュア無線局の活用を図る。 

(略) 

８ 無線従事者の養成 

 防災行政用同報無線（ひばり放送）の運用に当たり、必要となる無線従

事者を計画的に養成し、無線局の運用体制の充実を図る。 

 

 

９ アマチュア無線局の活用 

災害の状況によっては、災害対応用スマートフォンや防災行政用同報無線

（ひばり放送）等の運用のみでは被害情報の収集伝達に困難をきたすこと

が予想されるため、アマチュア無線局の活用を図る。 

(略) 

予-64 (略) 

◆ 資料編参照 

※３－２ 地域防災無線設置場所 

※３－３ 防災行政用同報無線（ひばり放送）設置場所 

(略) 

(略) 

◆ 資料編参照 

 

※３－２ 防災行政用同報無線（ひばり放送）設置場所 

(略) 

予-65 第２節 情報システム等の整備 

(略) 

４ 警防本部システム 

消防局は、地震や風水害等が発生した際に、早期に警防本部体制を確立

させるため、警防本部システムを導入し、平成３０年３月から運用してい

る。 

（１）１１９番を受信する指令台と連動することにより、対応する大隊本部が

早期に災害事案を把握し、各種災害に対処する。 

(略) 

第２節 情報システム等の整備 

(略) 

４ 警防本部システム 

消防局は、地震や風水害等が発生した際に、早期に警防本部体制を確立

させるため、警防本部システムを導入し、平成３０年３月から運用してい

る。 

（１）１１９番を受信する指令台と連動することにより、対応する署隊本部が

早期に災害事案を把握し、各種災害に対処する。 

(略) 

予-66 ６ 震度情報 

(略) 

６ 震度情報 

(略) 
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頁 現 行（令和７年５月修正） 修正案 

 

地震観測場所 名称 気象庁による発表名称 設置主体 

市 役 所 中 央 相模原市中央区中央 気 象 庁 設 置 

大 沢 分 署 大 沢 相模原市緑区大島 
防災科学技術研究 

所 設 置 

新磯まちづくりセ

ン タ ー 
磯 部 相模原市南区磯部 市 設 置 

城山総合事務所 城 山 相模原市緑区久保沢 神 奈 川 県 設 置 

津久井総合事務所 津久井 相模原市緑区中野 神 奈 川 県 設 置 

相模湖総合事務所 相模湖 相模原市緑区与瀬 神 奈 川 県 設 置 

藤野総合事務所 藤 野 相模原市緑区小渕 
防災科学技術研究 

所 設 置 

(略) 

 

震度計設置場所 

（地震観測場所） 
気象庁による発表名称 設置主体 

市 役 所 相模原中央区中央 気 象 庁 設 置 

田 名 分 署 相模原中央区田名 市 設 置 

北 消 防 署 相模原緑区橋本 市 設 置 

大 沢 分 署 相模原緑区大島 
防災科学技術研究

所 設 置 

南 消 防 署 相模原南区相模大野 市 設 置 

新磯まちづくりセンタ

ー 
相模原南区磯部 市 設 置 

城 山 総 合 事 務 所 相模原緑区久保沢 神 奈 川 県 設 置 

津 久 井 総 合 事 務 所 相模原緑区中野 神 奈 川 県 設 置 

相 模 湖 総 合 事 務 所 相模原緑区与瀬 神 奈 川 県 設 置 

相 模 湖 林 間 公 園 相模原緑区若柳 気 象 庁 設 置 

藤 野 総 合 事 務 所 相模原緑区小渕 
防災科学技術研究

所 設 置 

(略) 
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頁 現 行（令和７年５月修正） 修正案 

予-67 第３節 避難場所等の整備 

(略) 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 項  目 

市担当 

（略） （略） 

都市建設局（土木部） 

避難路の整備に関すること。 

環境経済局（環境部） 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

(略) 

第３節 避難場所等の整備 

(略) 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 項  目 

市担当 

（略） （略） 

都市建設局（土木部） 

避難路の整備等に関すること。 

環境経済局（環境部） 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

(略) 

予-70 第４節 防災資機材等の備蓄及び調達体制の整備 

 

１ 基本方針 

災害発生時における応急対策活動を円滑に行うため、防災資機材等の整備

を図るとともに、災害発生時の生活に不可欠な非常用の飲料水、食料及び生

活必需物資等の確保や避難所における生活環境の向上に資する資機材等の

充実に努める。 

また、「物資調達・輸送調整等支援システム」等を用いて備蓄状況の管理

に努める。 

（略） 

第４節 防災資機材等の備蓄及び調達体制の整備 

 

１ 基本方針 

災害発生時における応急対策活動を円滑に行うため、防災資機材等の整

備を図るとともに、災害発生時の生活に不可欠な非常用の飲料水、食料や

避難所における生活環境の向上に資する資機材も含めた生活必需物資等の

確保に努める。 

  また、「新物資システム（B-PLo）」等を用いて備蓄状況の管理に努める。 

 

（略） 
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頁 現 行（令和７年５月修正） 修正案 

予-71 ４ 応急飲料水等の確保 

(略) 

（９）市民、事業者等が所有する井戸について、災害時協力井戸の事前登録を

促進し、災害時の生活用水（日常生活に利用される飲用以外の水）を確保す

る。 

(略) 

６ 生活必需物資の備蓄 

(略) 

（２）危機管理局は、災害時用の毛布、敷きシート、仮設トイレ等を計画的に

備蓄する。また、屋内用テント、簡易シャワー等の整備のほか、より快適な

トイレや衛生用品を確保する等、避難所の生活環境の向上に努める。 

 

(略) 

４ 応急飲料水等の確保 

(略) 

（９）市民、事業者等が所有する井戸について、災害時協力井戸の事前登録を

促進するとともに、避難所等における井戸の整備等により、災害時の生活

用水（日常生活に利用される飲用以外の水）を確保する。 

(略) 

６ 生活必需物資の備蓄 

(略) 

（２）危機管理局は、災害時用の毛布、敷きシート、仮設トイレ等を計画的に

備蓄する。また、避難所における生活環境の向上を図るため、屋内用テン

ト、簡易シャワー等の整備のほか、より快適なトイレや衛生用品等を確保す

る。 

(略) 
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頁 現 行（令和７年５月修正） 修正案 

予-76 第７節 災害時における文教・保育体制の整備 

(略) 

３ 教育局の防災対策 

（１）平常時より、学校等が行う災害発生時における児童・生徒等の安全確

保、消防局と連携した防火・防災教育、組織体制等の防災対策について、

「神奈川県学校防災活動マニュアル」及び「学校安全の手引（地震編及

び風水害・大雪災害編）」を活用し、指導・助言、情報提供を行う。ま

た、各学校における計画的な防災訓練・教育及び災害対策計画の策定並

びに体制整備を推進する。 

(略) 

第７節 災害時における文教・保育体制の整備 

(略) 

３ 教育局の防災対策 

（１）平常時より、学校等が行う災害発生時における児童・生徒等の安全確

保、消防局と連携した防火・防災教育及び組織体制等の防災対策につい

て、「神奈川県学校防災活動マニュアルの作成指針」を踏まえた「学校

安全の手引（地震編及び風水害・大雪災害編）」を活用し、指導・助言

及び情報提供を行う。また、各学校における計画的な防災訓練・教育及

び災害対策計画の策定並びに体制整備を推進する。 

(略) 

予-77 (略) 

６ 児童・生徒保護対策 

 風水害等の災害が予測される場合には、事前の情報収集に努めるととも

に登下校の時間帯の変更など児童・生徒の安全確保に努めることとする。 

 また、南海トラフ地震臨時情報の発表に伴い、児童・生徒等の生命・身

体の安全確保に万全を期するとともに、緊急事態に備え、迅速、的確に対

応できる保護対策として、綿密な地震防災対策を講じなければならない。

特に学校長等は、児童・生徒の保護について、次の事項に十分留意し具体

的な計画を定めるものとする。 

(略) 

(略) 

６ 児童・生徒保護対策 

 風水害等の災害が予測される場合には、事前の情報収集に努めるととも

に登下校の時間帯の変更など児童・生徒の安全確保に努めることとする。 

  また、南海トラフ地震臨時情報の発表に伴い、児童・生徒等の生命・

身体の安全確保に万全を期するとともに、緊急事態に備え、迅速、的確に

対応できる保護対策として、綿密な地震防災対策を講じなければならない。

特に校長等は、児童・生徒の保護について、次の事項に十分留意し具体的

な計画を定めるものとする。 

(略) 
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頁 現 行（令和７年５月修正） 修正案 

予-84 

 

 

第１１節 帰宅困難者対策 

(略) 

３ 市の措置 

（１）危機管理局 

 首都直下地震帰宅困難者対策協議会が定めた「一斉帰宅抑制の基本方

針」等を踏まえて、関係各局と連携し、次の対策を進める。 

(略) 

第１１節 帰宅困難者対策 

(略) 

３ 市の措置 

（１）危機管理局 

 首都直下地震帰宅困難者対策協議会が定めた「一斉帰宅抑制の基本方

針」等を踏まえて、関係各局と連携し、次の対策を進める。 

(略) 

予-85 (略) 

オ 駅前滞留者対策を円滑に行うため、小田急線相模大野駅、ＪＲ橋本

駅及び京王橋本駅に配置するデジタル地域防災無線を活用する。 

カ 市外で帰宅困難者となった市民の不安を解消するため、ＩＣＴ（防

災メール、Ｘ等）を活用した適切な情報提供体制を確保する。 

キ 関係各局、関係機関、市民、学校及び事業者等と連携して、駅前滞

留者対策及び帰宅困難者対策の訓練を実施する。 

ク 関係各局は、市内の事業者、大学、高等学校等へ一斉帰宅抑制のた

めの情報伝達体制を整える。 

(略) 

(略) 

 

 

オ 市外で帰宅困難者となった市民の不安を解消するため、ＩＣＴ（防

災メール、Ｘ等）を活用した適切な情報提供体制を確保する。 

カ 関係各局、関係機関、市民、学校及び事業者等と連携して、駅前滞

留者対策及び帰宅困難者対策の訓練を実施する。 

キ 関係各局は、市内の事業者、大学、高等学校等へ一斉帰宅抑制のた

めの情報伝達体制を整える。 

(略) 
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第７章 災害ボランティア対策 

 

頁 現 行（令和７年５月修正） 修正案 

予-91 (略) 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 項  目 

市担当 

（略） （略） 

教育局（学校教育部） 
学校教育でのボランティア意識

啓発に関すること。 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

(略) 

 

(略) 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 項  目 

市担当 

（略） （略） 

教 育 局 
ボランティア意識啓発に関する

こと。 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

(略) 

 

予-92 ５ ボランティアの育成 

（１）研修等 

ア 教育局は、児童・生徒が、福祉又は社会貢献について関心を持ち、

理解を深めることができるよう学校に対する支援を行う。 

(略) 

５ ボランティアの育成 

（１）研修等 

ア 教育局は、市民が、福祉又は社会貢献について関心を持ち、理解を

深めることができるよう関係機関に対する支援を行う。 

(略) 
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第１章 災害対策本部活動 

頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

地-7 第２節 動員体制 

(略) 

５ 動員指令の伝達体制 

（１）勤務時間内 

ア 職員参集システム、デジタル地域防災無線、ファクシミリ、庁内電

話又は庁内放送による。 

(略) 

第２節 動員体制 

(略) 

５ 動員指令の伝達体制 

（１）勤務時間内 

ア 職員参集システム、庁内電話又は庁内放送による。 

 

(略) 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

地-10 第３節 地震情報 

(略) 

２ 気象庁からの地震情報 

（１）地震情報等 

気象庁が発表する地震動の予報及び警報、地震情報の種類と内容は、

次のとおりである。 

種 類 発 表 基 準 発表内容 

(略) (略) (略) 

推計震度分

布図 
震度５弱以上 

観測した各地の震度データを

基に、１ｋｍ四方ごとに推計

した震度（震度４以上）を図

情報として発表 
 

第３節 地震情報 

(略) 

２ 気象庁からの地震情報 

（１）地震情報等 

気象庁が発表する地震動の予報及び警報、地震情報の種類と内容は、

次のとおりである。 

種 類 発 表 基 準 発表内容 

(略) (略) (略) 

推計震度分

布図 
震度５弱以上 

観測した各地の震度データを

基に、２５０ｍ四方ごとに推

計した震度（震度４以上）を

図情報として発表 
 

地-11 

長周期地震

動に関する

観測情報 

長周期地震動階級１以

上を観測した場合 

高層ビル内での被害の発生可

能性等について、地震の発生

場所（震源）やその規模（マ

グニチュード）、地域ごと及び

地点ごとの長周期地震動階級

等を発表（地震発生から約１

０分後に気象庁ホームページ

上に掲載） 

(略) (略) (略) 

(略) 

長周期地震

動に関する

観測情報 

長周期地震動階級１以

上を観測した場合 

高層ビル内での被害の発生可

能性等について、地震の発生

場所（震源）やその規模（マ

グニチュード）、地域ごと及び

地点ごとの長周期地震動階級

等を発表（地震発生から１０

分後程度で１回発表） 

(略) (略) (略) 

(略) 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

地-12 ３ 震度情報 

本部事務局は、市内に設置した次の震度計からの震度情報を迅速に把握

し、職員の参集や市民への広報（防災行政用同報無線（ひばり放送））等

に活用する。 

震度計設置場所 

（地震観測場所） 
名称 気象庁による発表名称 設置主体 

市 役 所 中 央 相模原市中央区中央 気 象 庁 設 置 

大 沢 分 署 大 沢 相模原市緑区大島 
防災科学技術研

究 所 設 置 

新磯まちづくりセン

タ ー 
磯 部 相模原市南区磯部 市 設 置 

城 山 総 合 事 務 所 城 山 相模原市緑区久保沢 神奈川県設置 

津久井総合事務所 津久井 相模原市緑区中野 神奈川県設置 

相模湖総合事務所 相模湖 相模原市緑区与瀬 神奈川県設置 

藤 野 総 合 事 務 所 藤 野 相模原市緑区小渕 
防災科学技術研

究 所 設 置 
 

３ 震度情報 

本部事務局は、市内に設置した次の震度計からの震度情報を迅速に把握

し、職員の参集や市民への広報（防災行政用同報無線（ひばり放送））等

に活用する。 

震度計設置場所 

（地震観測場所） 
気象庁による発表名称 設置主体 

市 役 所 相模原中央区中央 気 象 庁 設 置 

田 名 分 署 相模原中央区田名 市 設 置 

北 消 防 署 相模原緑区橋本 市 設 置 

大 沢 分 署 相模原緑区大島 
防災科学技術研究所

設 置 

南 消 防 署 相模原南区相模大野 市 設 置 

新磯まちづくりセン

タ ー 
相模原南区磯部 市 設 置 

城 山 総 合 事 務 所 相模原緑区久保沢 神 奈 川 県 設 置 

津 久 井 総 合事 務所 相模原緑区中野 神 奈 川 県 設 置 

相 模 湖 総 合事 務所 相模原緑区与瀬 神 奈 川 県 設 置 

相 模 湖 林 間 公 園 相模原緑区若柳 気 象 庁 設 置 

藤 野 総 合 事 務 所 相模原緑区小渕 
防災科学技術研究所

設 置 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

地-13 第４節 通信の運用 

 

１ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項  目 

市 担

当 

本 部 事 務 局 ★ 

デジタル地域防災無線、防災

行政用同報無線（ひばり放

送）、簡易無線等の運用に関す

ること。 

非常通信の依頼、アマチュア

無線局の活用に関すること。 

(略) (略) （略） 

本 部 事 務 局 

★ 

衛星携帯電話、簡易無線、災

害用スマートフォン等の通

信機器の運用に関すること。 

消 防 局 

区 本 部 

(略) (略) (略) (略) 

(略) 

第４節 通信の運用 

 

１ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項  目 

市担当 

本 部 事 務 局 ★ 

防災行政用同報無線（ひば

り放送）、災害用スマート

フォン及びデジタル簡易無

線等の運用に関すること。 

非常通信の依頼及びアマチ

ュア無線局の活用に関する

こと。 

（略） (略) （略） 

本 部 事 務 局 

★ 

衛星携帯電話、簡易無線、

災害対応用スマートフォ

ン等の通信機器の運用に

関すること。 

消 防 局 

区 本 部 

(略) (略) (略) (略) 

(略) 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

地-14 (略) 

４ デジタル地域防災無線の運用 

本部事務局は、相模原市防災行政用無線局管理運用規程（平成２５年相

模原市訓令第１６号）に基づき、デジタル地域防災無線の運用を行う。 

（１）無線局の種別 

種 別 設置・配置場所 

基地局統制局 消防指令センター 

中継基地局 
三井金沢、三角山（青野原山中）、鉢岡山、青根

橋津原 

中継局 小仏城山 

陸
上
移
動
局 

車載型 公用車両 

半固定型 

区役所、まちづくりセンター、公民館、メディ

カルセンター、 

小・中学校及び義務教育学校 

携帯型 防災関係機関、財政局、都市建設局ほか 

（２）通信の体系 

 災害発生時におけるデジタル地域防災無線の運用は、各対策所が移動

局からの情報を、無線機を使用して集約することとし、また、基地局統

制局が陸上移動局を必要に応じて統制する。 

(略) 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

 

 

５ 防災行政用同報無線（ひばり放送）の運用 

(略) 

４ 防災行政用同報無線（ひばり放送）の運用 

(略) 

地-15 

 

６ 県防災行政通信網の運用 

(略) 

 

５ 県防災行政通信網の運用 

(略) 

６ 携帯電話等の運用 

発災時に現地との情報連絡を的確に行うため、区本部、現地対策班、避

難所に配置した災害対応用スマートフォン等を運用する。一般電話や携帯

電話が輻輳
ふくそう

・途絶等した場合には、区本部、津久井地域の現地対策班（城

山を除く。）及び孤立対策推進地区については、衛星携帯電話を運用する。 

 

 ７ 衛星携帯電話及び簡易無線等の運用 

発災時に一般電話や携帯電話がつながりにくい場合や、途絶した場合等

に、現地との情報連絡を的確に行うため、区本部、現地対策班、避難所、

救護所等に配置した簡易無線、衛星携帯電話（避難所を除く。）等を運用

する。 

(略) 

７ デジタル簡易無線の運用 

発災時に一般電話や携帯電話が輻輳
ふくそう

・途絶等した場合に、現地との情

報連絡を的確に行うため、区本部、現地対策班、避難所等に配置したデジ

タル簡易無線を運用する。 

 

(略) 

地-16 ◆ 資料編参照 

(略) 

※３－２ 地域防災無線設置場所 

※３－３ 防災行政用同報無線（ひばり放送）設置場所 

※３－９ 相模原市防災行政用無線局管理運用規程 

※３－１０ 相模原市防災行政用固定系無線局運用要綱 

(略) 

◆ 資料編参照 

(略) 

 

※３－２ 防災行政用同報無線（ひばり放送）設置場所 

※３－８ 相模原市防災行政用無線局管理運用規程 

※３－９ 相模原市防災行政用固定系無線局運用要綱 

(略) 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

地-17 第５節 災害情報の収集伝達 

 

１ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項  目 

市担当 

(略) (略) (略) 

区 本 部 ★ 

区内の被害状況の取りまと

め及び災害資料の作成、本

部への報告に関すること。 

財 政 局 

● 

罹災証明書（火災を除く。）

の発行に係る住家等及び市

有建物の被害調査に関する

こと。 区 本 部 

(略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) 

(略) 

第５節 災害情報の収集伝達 

 

１ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項  目 

市担当 

(略) (略) (略) 

区 本 部 ★ 

区内の被害状況の取りまと

め及び災害資料の作成、本

部への報告に関すること。 

罹災証明書及び罹災届出証

明書（火災を除く。）の発行

に関すること。 

財 政 局 ● 

市有建物の被害調査に関す

ること。 

罹災証明書（火災を除く。）

の発行に係る住家等の被害

調査に関すること。 

(略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) 

(略) 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

  ３ 被害状況等の収集体制の確立 

(略) 

（２）情報の報告の手段 

(略) 

イ 有線が途絶した場合は、デジタル地域防災無線、消防救急無線、県

防災行政通信網、警察無線、関東地方非常通信協議会構成員所属無線

局又はその他の無線を利用する。 

 

(略) 

３ 被害状況等の収集体制の確立 

(略) 

（２）情報の報告の手段 

(略) 

イ 有線が途絶した場合は、災害対応用スマートフォン、衛星携帯電話、

デジタル簡易無線、消防救急無線、県防災行政通信網、警察無線、関

東地方非常通信協議会構成員所属無線局又はその他の無線を利用す

る。 

(略) 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

地-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７節 応援要請 

(略) 

３ 他の地方公共団体等への応援要請 

(略) 

（２）応援要請の種別 

要 請 先 要請の内容 根拠法令 

県知事 

応援の要求及び災害応急対

策の実施要請 

災害対策基本法第 68 条

第 1 項 

(略) (略) 

自衛隊の派遣要請 

自衛隊法第 83条 

災害対策基本法第 68 条

の 2第 1 項 

緊急消防援助隊の応援要請 
消防組織法第 44 条及び

45 条 
 

第７節 応援要請 

(略) 

３ 他の地方公共団体等への応援要請 

(略) 

（２）応援要請の種別 

要 請 先 要請の内容 根拠法令 

県知事 

応援の要求及び災害応急対

策等の実施要請 

災害対策基本法第 68 条

第 1 項及び第 68 条の 2

第 1 項 

(略) (略) 

自衛隊の派遣要請 

自衛隊法第 83条 

災害対策基本法第 68 条

の 3第 2 項 

緊急消防援助隊の応援要請 
消防組織法第 44 条及び

第 45条 
 

地-26 (略) (略) (略) 

指定地方行政機

関の長、指定公

共機関の長 

職員の派遣要請 
災害対策基本法第 29 条

第 2 項 

(略) (略) (略) 

(略) 

(略) (略) (略) 

指定地方行政機

関の長、指定公

共機関の長 

職員の派遣要請及び災害応

急対策等の実施要請（県知事

に派遣要請ができない場合

の通知） 

災害対策基本法第 29 条

第 2 項及び第 68 条の 2

第 2 項 

(略) (略) (略) 

(略) 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

地-30 

 

第８節 応援派遣等 

 

１ 基本方針 

市は、他の地方公共団体の区域内に災害が発生し、応援を求められた場

合は迅速に派遣体制を確立する。 

 

第８節 応援派遣等 

 

１ 基本方針 

市は、他の地方公共団体の区域内で大規模な災害が発生した場合は、「相

模原市被災地支援計画」に基づき、迅速に支援体制を確立する。 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

 

 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項  目 

市担当 

本 部 事 務 局 ★ 

応援派遣の総合調整に関する

こと。 

被災地復興支援本部の設置及

び運営に関すること。 

総  務  局 ★ 

派遣職員等の調整及び派遣職

員へのバックアップに関する

こと。 

財政局（財政部） ★ 
派遣に要する資機材・物資・車

両等の調達に関すること。 

関 係 各 局 ★ 

職員の応援派遣に関すること。 

その他災害対策本部設置時の

所掌業務に準じた被災地支援

業務の実施に関すること。 

(略) (略) (略) (略) 

  

２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項  目 

市担当 

本 部 事 務 局 ★ 

支援体制の統制に関すること。 

被災地支援調整本部の設置及

び運営に関すること。 

物的支援の実施に関すること。 

広域避難者の受入れに関する

こと。 

市 長 公 室 ★ 

応援活動の広報に関すること。 

情報・システムの調整に関する

こと。 

総  務  局 ★ 
応援職員等の調整に関するこ

と。 

財政局（財政部） ★ 輸送の調整に関すること。 

健 康 福 祉 局 ★ 義援金等に関すること。 

環 境 経 済 局 ★ 
災害廃棄物の受入れに関する

こと。 

関 係 各 局 ★ 

職員の応援派遣に関すること。 

その他被災地支援調整本部設

置時の担当業務の実施に関す

ること。 

(略) (略) (略) (略) 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

 ３ 初 動 

（１）職員の参集 

他の地方公共団体の区域内に震度６弱以上の地震、大規模な津波被害

等が発生した場合、本部事務局職員のうちあらかじめ指定された職員は

速やかに参集する。 

（２）情報収集活動 

本部事務局は、被災した地方公共団体の災害規模、被害状況等の情報

の収集活動を行う。 

また、総務局は本市から当該被災地方公共団体に派遣している職員の

安否確認を行う。 

なお、本部事務局は、指定都市市長会の応援派遣の仕組みである「広

域・大規模災害時における指定都市市長会行動計画」を適用する可能性

があると認める場合や、災害時における相互応援に関する協定を締結し

ている自治体において大規模な災害が発生し、被災自治体からの情報提

供や具体的な要請が困難な状況と予測される場合において、被災地に先

遣隊職員を派遣する。 

先遣隊派遣職員は、被災地の応援ニーズ等の調査、被災自治体との連

絡調整等を行い、その内容を速やかに市に報告する。 

 

４ 応援派遣の決定 

（１）市長は、国、県又は被災した地方公共団体からの応援派遣要請があっ

た場合や九都県市、指定都市市長会等において応援の実施が決定された

場合、特別な理由がない限り応援派遣を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 応援要請への対応方針 

市長は、国、県又は被災した地方公共団体からの応援派遣要請があった

場合や九都県市、指定都市市長会等において応援の実施が決定された場合、

特別な理由がない限り応援派遣を行う。 

（１）広域的な支援の枠組みにおける応援要請 

危機管理局は、応急対策職員派遣制度や指定都市市長会行動計画に基

づく応援要請など広域的な支援の枠組みにおける応援要請があった場

合、応援活動に関する調整等を行う。 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

 

 

（２）市長は、災害時における相互応援に関する協定を締結している自治体

において、被害程度が著しく甚大で、緊急の事態と認められる場合は、

応援要請を待たずに、自らの判断で応援派遣を決定する。 

 

 

 

 

 

 

（２）他市町村等との個別の協定等に基づく応援要請 

個別の協定等に基づく応援については、当該協定等の所管部署が、応

援活動に関する情報収集や被災地市町村の応援要請の聞き取り等を行

い、危機管理局ほか関係各局と連携して応援活動の調整を行う。 

（３）専門的業務に関する応援要請 

消防機関、医療保健分野や公営企業等における専門的業務に関する応

援については、所管部署が応援活動に関する情報収集等を行い、関係各

局と連携して、応援活動に関する調整等を行う。この際、応援活動の状

況等を危機管理局に報告する。 

地-31 

 

 

 

 

４ 被災地支援体制 

（１）情報連絡体制 

他の地方公共団体の区域内で大規模な災害が発生した場合（九都県市

内で震度５強以上の地震を観測し、若しくは津波警報（大津波）の発表

があった場合又は国内のいずれかの市区町村において震度６弱以上の地

震を観測し、若しくは大雨特別警報の発表等があった場合）は、国や九

都県市、指定都市市長会等を通じて被害状況や応援要請の有無などに関

する情報収集を行う。 

必要と認められる場合は、被災自治体の被災状況や必要な応援職員の

規模等を把握するために危機管理局及び関係各局より情報収集を主な目

的とした先遣隊を派遣する。 

（２）被災地支援調整本部の設置 

次のいずれかに該当する場合は、被災地への支援を調整・準備するた

め、危機管理監を本部長とする被災地支援調整本部を設置する。 

なお、広域避難者の受入れ・生活支援など全庁横断的に支援を実施す

る場合には、危機管理監が総合的に判断し、設置することができる。被

災地支援調整本部を設置しない場合も設置した場合に準じて所管部署が

対応する。 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

  ア 広域的な支援の枠組みにおける応援派遣を決定した場合 

イ 他市町村等との個別の協定等に基づき、全庁横断的な応援派遣を決

定した場合 

ウ 専門的業務に関する応援派遣を、複数の枠組みにおいて同時期に行

う場合 

（３）被災地支援本部の設置 

被災地支援の内容が長期化・大規模となり、相模原市業務継続計画が

発動する場合、それに準じた市役所業務の縮小を行うこととなる場合な

ど、全庁体制を必要とする際には、市長を本部長とする被災地支援本部 

 

 

 

 

 

（災害の規模や支援内容に応じて柔軟な組織となるよう相模原市災害

対策本部要綱を準用する。）を設置する。 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

地-32 ５ 応援派遣の実施 

（１）応援の内容 

ア 活動要員の派遣 

総務局は、要請のあった人員について、職員を派遣する。 

イ 物資・資機材の供与 

財政局は、要請のあった物資、資機材について、備蓄物資・資機材

から、又は調達して供与する。 

ウ その他 

総務局は、その他要請のあった事項について、可能な限り応じるよ

う努める。 

（２）応援の準備 

応援派遣に当たっては、食料、飲料水及び車両等活動に必要な装備を

準備するとともに、宿泊所等の手配を行うなど自己完結的な活動が行え

るよう努める。 

（３）指揮命令 

応援派遣部隊は応援を要請した地方公共団体の長等の指揮下において

活動する。 

 

（４）派遣職員のバックアップ等 

派遣職員の疲労やストレスを考慮し、派遣ローテーションの調整やこ

ころのケア対策を適切に行う。 

 

６ 総合応援体制の確保 

広域的な激甚災害により、職員の派遣のほか、被災者の受入れ、救援物

資等の支援など、総合的な被災地支援を必要とする場合は、被災地復興支

援本部を設置する。 

被災地復興支援本部は、被災地のニーズと本市の対応能力等を踏まえて、

適宜組織することとするが、参考として、東日本大震災の際の「東日本大

震災相模原市災害対策本部体制」を以下に示す。 

５ 応援職員の派遣 

（１）応援職員の選定 

広域的支援による派遣や個別協定等による派遣に当たっては、総務局

が応援職員の選定等の手続きを行い、決定するものとする。 

なお、上記以外の専門的業務に係る職員の選定は、過去の応援派遣の

状況等を踏まえて関係各局が行う。 

 

 

 

 

（２）応援職員の派遣縮小又は中断 

本市において、災害等が発生し、対応が必要となった場合には、被災

自治体等と調整の上、応援職員の派遣を縮小又は中断することとする。 

 

（３）応援職員の派遣終了 

応援職員の派遣終了時期については、被災地支援本部または被災地支

援調整本部が被害状況や行政機能の状況を踏まえ、被災自治体等と調整

し、決定するものとする。 

（４）後方支援 

被災地支援本部等は、被災地で活動する応援職員の負担軽減を第一目

的とし、応援職員や現地調整員と調整を行いながら後方支援を行う。 

 

６ 被災地への支援活動 
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（１）避難者の受入れ 

被災地から被災者を受け入れる場合は、一時避難所を開設し、避難生

活に関わる相談窓口の設置、生活必需品の提供等の支援に努める。 

その他、被災地から市内に避難した被災者についても、その所在を把

握し、広報、マスコミ等を通じて情報提供等を行う。 

（２）その他 

被災地支援のための救援物資、義援金等の募集及び取扱い等は、本市

が被災した場合の応急対策に準じて行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）救援物資の輸送 

危機管理局は、被災自治体から食料・飲料水、生活必需物資、災害用

資機材等が不足し、支援の要請があった場合、物資の品目、量、担当者

の連絡先、納入先、輸送の行程など、支援に必要となる基本情報を収集

し、本市の備蓄物資から提供可能なものを財政局と連携して被災地に輸

送する。 

（２）義援金等の取扱い 

健康福祉局及び関係各局は被災者の生活再建に役立てるため、関係団

体と連携し、義援金等の募集及び寄贈等を実施する。また、関係機関と

連携し、災害ボランティアについてホームページ等で周知を行う。 

（３）広域避難者の受入れ、生活支援 

関係各局は、本市への広域避難者があった場合、避難所の開設や市営 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

  

 

 

 

(略) 

 

８ 法令又は個別計画に基づく応援派遣 

関係法令又は個別計画に基づく応援派遣については、それぞれの法令

又は個別計画に基づいて行う。 

(略) 

住宅の提供など被災者の生活の場の確保に努める。 

（４）災害廃棄物の受入れ 

   環境経済局は、災害廃棄物の受入れ要請を受けた場合、相模原市一般

廃棄物処理基本計画に基づき対応を検討する。 

(略) 
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第２章 消火・避難誘導対策 

頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

地-35 

 

第２節 避難誘導対策 

(略) 

第２節 避難誘導対策 

(略) 

地-38 ８ 広域避難 

  本部長は、市域に大規模な災害が発生するおそれがあることを理由に避

難指示を発令した場合において、避難先である避難所及び広域避難場所を

確保することが困難であり、かつ、立退き避難を指示した居住者等（以下

「要避難者」という。）の生命又は身体を災害から保護するために、当該

要避難者を一定期間他の自治体に滞在（以下「広域避難」という。）させ

る必要があると認めるときは、近隣市町村と広域避難に係る協議を行う。 

  なお、他自治体から本市に対し要避難者の受入れについて要請があった

場合においても、同様に協議を行う。 

(略) 

８ 広域避難 

  本部長は、市域に大規模な災害が発生するおそれがある場合において、

避難先である避難所及び広域避難場所を確保することが困難であり、かつ、

立退き避難を指示した居住者等（以下「要避難者」という。）の生命又は

身体を災害から保護するために、当該要避難者を一定期間他の自治体に滞

在（以下「広域避難」という。）させる必要があると認めるときは、近隣

市町村と広域避難に係る協議を行う。 

  なお、他自治体から本市に対し要避難者の受入れについて要請があった

場合においても、同様に協議を行う。 

(略) 

地-39 (略) 

（２）広域避難の受入れ 

 ア 他市町村から要避難者の受入要請があった場合 

    本部事務局は、他市町村又は県から要避難者の受入れについて協議

を受けた場合は、次の理由に該当しない限り、要避難者を受け入れる

ものとし、要避難者を受け入れるための施設を提供する。 

 

(略) 

(略) 

（２）広域避難の受入れ 

 ア 他市町村から要避難者の受入要請があった場合 

本部事務局は、他市町村又は県から要避難者の受入れについて協議

を受けた場合は、要避難者として受け入れるものとし、要避難者を受

け入れるための施設を提供する。ただし、次の理由に該当する場合は、

この限りでない。 

(略) 
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地-42 第３章 帰宅困難者対策 

(略) 

３ 安全確保と情報提供 

東日本旅客鉄道（株）、小田急電鉄（株）、京王電鉄（株）、神奈川中央

交通（株）、京王バス（株）、富士急バス（株）及び大型店舗等の管理者

は、災害が発生又は発生するおそれがあるときは、利用者等を適切な場所

に誘導し、安全を確保する。 

また、駅前混乱の防止のため、一時滞在施設の情報や帰宅に必要な災害

時帰宅支援ステーション（コンビニエンスストア、ガソリンスタンド等）

の情報、交通情報等を提供する。 

本部事務局及び市長公室は、関係各局及び関係機関と連携し、事業所等

に、公共交通機関の運行情報、長期間の運行停止時における施設内での従

業員等の待機要請及び一時滞在施設の開設状況並びに災害時帰宅支援ステ

ーションの状況等を、各駅にデジタル地域防災無線で連絡するほか、防災

行政用同報無線（ひばり放送）及び防災メール等を利用して広報する。 

(略) 

第３章 帰宅困難者対策 

(略) 

３ 安全確保と情報提供 

東日本旅客鉄道（株）、小田急電鉄（株）、京王電鉄（株）、神奈川中央

交通（株）、京王バス（株）、富士急バス（株）及び大型店舗等の管理者

は、災害が発生又は発生するおそれがあるときは、利用者等を適切な場所

に誘導し、安全を確保する。 

また、駅前混乱の防止のため、一時滞在施設の情報や帰宅に必要な災害

時帰宅支援ステーション（コンビニエンスストア、ガソリンスタンド等）

の情報、交通情報等を提供する。 

本部事務局及び市長公室は、関係各局及び関係機関と連携し、事業所等

に、公共交通機関の運行情報、長期間の運行停止時における施設内での従

業員等の待機要請及び一時滞在施設の開設状況並びに災害時帰宅支援ステ

ーションの状況等を、各駅に市が派遣する職員が伝令するほか、防災行政

用同報無線（ひばり放送）、防災メール等を利用して広報する。 

(略) 
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第４章 救出・救助・保健医療救護対策 

頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

地-47 

 

第３節 保健医療救護対策 

(略) 

第３節 保健医療救護対策 

(略) 

地-49 (略) 

７ 情報連絡体制 

 
市災害時 

保健医療調

整本部 

救護所

等 

後方 

医療機

関 

県 

保健医

療調整

本部 

(略) (略) (略) (略) (略) 

デジタル地域防災無線 ○ ○   

災害用スマートフォン ○ ○   

(略) (略) (略) (略) (略) 

(略) 

(略) 

７ 情報連絡体制 

 
市災害時 

保健医療

調整本部 

救護所

等 

後方 

医療機関 

県 

保健医

療調整

本部 

(略) (略) (略) (略) (略) 

災害対応用スマートフォ

ン 
○ ○  

 

(略) (略) (略) (略) (略) 

(略) 
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第５章 緊急輸送・交通・警備 

頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

地-51 

 

 

 

 

第１節 道路啓開及び障害物除去対策 

(略) 

 

３ 道路啓開 

(略) 

第１節 道路啓開及び障害物除去対策 

(略) 

 

３ 道路啓開 

(略) 

地-52 （２）道路啓開の実施 

(略) 

イ 実施内容 

（ア）応急復旧 

都市建設局、各道路管理者は、復旧に先立ち、道路及び橋りょう

等の施設の被害状況の把握を行い、緊急車両の走行に支障のない程

度に舗装破損箇所の応急復旧を行う。 

  （イ）障害物の除去 

原則として二車線の車両通行帯が確保できるよう道路上の障害物

等を除去する。 

(略) 

（２）道路啓開の実施 

(略) 

イ 実施内容 

（ア）応急復旧 

都市建設局、各道路管理者は、復旧に先立ち、道路及び橋りょう

等の施設の被害状況の把握を行い、緊急車両の走行に支障のない程

度に被災箇所の応急復旧を行う。 

（イ）障害物の除去 

一車線以上の車両通行帯が確保できるよう道路上の障害物等を除

去する。 

(略) 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

地-57 

 

 

 

第３節 交通対策 

(略) 

 

３ 被災地への流入抑制及び交通規制の実施 

(略) 

第３節 交通対策 

(略) 

 

３ 被災地への流入抑制及び交通規制の実施 

(略) 

地-58 （３）その他 

道路管理者は、「緊急輸送道路管理マニュアル」に基づき、通行規制

や応急啓開等必要な対策の実施について、県警察、交通機関への連絡調

整を行う。 

(略) 

（３）その他 

道路管理者は、「神奈川県緊急輸送道路管理マニュアル」に基づき、

通行規制や応急啓開等必要な対策の実施について、県警察、交通機関へ

の連絡調整を行う。 

(略) 
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第６章 二次災害の防止 

頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

地-64 第３節 その他の二次災害防止対策 

(略) 

４ 土砂災害対策 

市は、県や神奈川県砂防ボランティア協会等に対し、砂防ボランティア

による土砂災害警戒区域等や山地災害危険地区等の点検巡視の協力を要請

する。 

(略) 

第３節 その他の二次災害防止対策 

(略) 

 (略) 

４ 土砂災害対策 

県は、神奈川県砂防ボランティア協会等に対し、砂防ボランティアによ

る土砂災害警戒区域等や山地災害危険地区等の点検巡視の協力を要請す

る。 

(略) 
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第７章 避難所の運営 

頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

地-65 (略) 

３ 避難所の運営体制 

(略) 

＜避難所運営協議会の主な役割＞ 

平常時 災害時 

○ 避難所運営方法の検討 

○ 生活ルール、避難所内の空間配置

図、レイアウト図等の作成 

○ 検討及びルールに基づいた訓練

の実施 

○ 円滑な避難所運営 

○ 生活ルール、避難所内の配

置、レイアウト等の調整 

○ 様々な組織との連絡調整 

 

(略) 

３ 避難所の運営体制 

(略) 

＜避難所運営協議会の主な役割＞ 

平常時 災害時 

○ 避難所運営方法の検討 

○ 生活ルール、避難所内の空間配置

図、レイアウト図等の作成 

○ 検討及びルールに基づいた訓練

の実施 

○ 施設の安全管理 

○ 円滑な避難所運営 

○ 様々な組織との連絡調整 

 

地-66  

４ 避難所の開設 

(略) 

（３）避難所の開設に係る広報 

(略) 

イ 防災関係機関への連絡 

    本部事務局は、県、警察署及び必要に応じて自衛隊、その他の防災

関係機関に避難所の開設を連絡する。 

 

(略) 

 

４ 避難所の開設 

(略) 

（３）避難所の開設に係る広報 

(略) 

イ 防災関係機関への連絡 

    本部事務局は、県、警察署及び必要に応じて自衛隊、その他の防災

関係機関に避難所の開設を連絡する。また、指定避難所については当

該避難所に付与された全国共通避難所・避難場所ＩＤを県に連絡する。 

(略) 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

地-67 ６ 避難所の運営に関する視点 

（１）避難所担当職員及び避難所運営協議会の運営に当たっては、女性の参

画に努める。 

(略) 

 

 

（６）避難所担当職員及び校長等は、避難所運営協議会の運営の助言・支援

に当たる。  

なお、避難所担当職員は、区本部内で動員及び配置等の調整を行い、

区本部内でも不足する場合は、総務局が全庁的に避難所担当職員を確保

する。 

（７）避難生活の長期化に伴い、セクハラ、高齢者や児童等への虐待等が懸

念されるため、状況把握及び相談体制（男女別の相談員）の確保に努め

る。 

（８）健康福祉局が実施する避難所の巡回医療（被災者の健康管理、診療、

保健指導、メンタルケア等）や、防疫のための保健師の巡回等による避

難所の衛生指導等に協力する。 

（９）食料の提供に当たっては、栄養バランスのとれた温かい食事等の提供

に努め、食物アレルギーのある避難者に配慮し、原材料表示や献立表の

掲示等を行う。 

（１０）防火・防犯のため、避難者への出火防止措置の指導、巡回警備等を

行う。 

（１１）ペット同行避難者に対しては、ペット用の食料、水、ペットシーツ、

ケージ等の避難・備蓄用品を持参し、避難する等の指導を行う。また、

ペット区画について、動物アレルギーの方等に配慮し、避難者の居住区

画とは離れた場所に設置し、ペットは必ずケージに入れるか、リードに

よりつなぎとめて飼育するよう指導する。 

（１２）感染症拡大防止のため、手洗い・うがい・換気のほか、トイレ・床・

手すり等の清掃の励行に努める。 

６ 避難所の運営に関する視点 

（１）避難所担当職員及び避難所運営協議会の運営に当たっては、女性や子

育て家庭の参画に努める。 

(略) 

（６）キッズスペースや学習スペースの設置など、こども・若者の居場所の

確保に努める。 

（７）避難所担当職員及び校長等は、避難所運営協議会の運営の助言・支援

に当たる。  

なお、避難所担当職員は、区本部内で動員及び配置等の調整を行い、

区本部内でも不足する場合は、総務局が全庁的に避難所担当職員を確保

する。 

（８）避難生活の長期化に伴い、セクハラ、高齢者や児童等への虐待等が懸

念されるため、状況把握及び相談体制（男女別の相談員）の確保に努め

る。 

（９）健康福祉局が実施する避難所の巡回医療（被災者の健康管理、診療、

保健指導、メンタルケア等）や、防疫のための保健師の巡回等による避

難所の衛生指導等に協力する。 

（１０）食料の提供に当たっては、食物アレルギーのある避難者に配慮し、

原材料表示や献立表の掲示等を行う。 

 

（１１）防火・防犯のため、避難者への出火防止措置の指導、巡回警備等を

行う。 

（１２）ペット同行避難者に対しては、ペット用の食料、水、ペットシーツ、

ケージ等の避難・備蓄用品を持参し、避難する等の指導を行う。また、

ペット区画について、動物アレルギーの方等に配慮し、避難者の居住区

画とは離れた場所に設置し、ペットは必ずケージに入れるか、リードに

よりつなぎとめて飼育するよう指導する。 

（１３）感染症拡大防止のため、手洗い・うがい・換気のほか、トイレ・床・

手すり等の清掃の励行に努める。 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

地-67 （１３）避難者の定期的な体温測定など体調管理に努める。 

（１４）体調不良者は専用スペースへ誘導するなど、感染症拡大防止策を講

じる。 

（１５）障害のある方、慢性疾患・アレルギー等の個人的な事情を抱えた方、

乳幼児や性的少数者等に可能な限り配慮し、性別や年齢などにとらわれ

ない多様な視点に基づく避難所運営を行う。 

（１６）様々な性自認や性的指向があることを踏まえ、本人が公にしていな

い性自認等を他人に暴露することがないよう配慮を行うとともに、男女

のみの性を前提としない多様な視点を持つ。 

（１７）良好な生活環境の確保のため、必要に応じて専門性を有したＮＰＯ

等の外部支援者と情報交換を行う。 

(略) 

（１４）避難者の定期的な体温測定など体調管理に努める。 

（１５）体調不良者は専用スペースへ誘導するなど、感染症拡大防止策を講

じる。 

（１６）障害のある方、慢性疾患・アレルギー等の個人的な事情を抱えた方、

乳幼児や性的少数者等に可能な限り配慮し、性別や年齢などにとらわれ

ない多様な視点に基づく避難所運営を行う。 

（１７）様々な性自認や性的指向があることを踏まえ、本人が公にしていな

い性自認等を他人に暴露することがないよう配慮を行うとともに、男女

のみの性を前提としない多様な視点を持つ。 

（１８）良好な生活環境の確保のため、必要に応じて専門性を有したＮＰＯ

等の外部支援者と情報交換を行う。 

(略) 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

地-68 (略) 

９ 避難所以外の被災者への対応 

（１）在宅避難者への対応 

在宅避難者とは、被災者の中で「避難所に居場所を確保できず、やむ

を得ず被災した自宅に戻って避難生活を送っている者」又は「ライフラ

イン等が途絶した中で自宅で不自由な生活を送っている者」を指すが、

在宅避難者の中で支援が必要な人は、避難所にて在宅避難者名簿に登録

を行う。 

市は、防災行政用同報無線（ひばり放送）等を活用し、支援が必要な

在宅避難者に対して、避難所での在宅避難者名簿の登録を行うように広

報を実施する。 

登録者には、必要な生活関連物資の配布など、生活環境の整備に必要

な措置を講ずるよう努め、以下の対応を行う。 

ア 避難所運営協議会は自治会等と連携して、在宅避難者名簿の情報か

ら、在宅避難者の所在等を確認し、避難所担当職員は現地対策班にそ

の情報を報告する。 

(略) 

（２）車中泊等の避難所外避難者への対応 

車中泊避難は、避難者数等の実態把握が困難であり、またエコノミー

クラス症候群等の発症による健康被害のおそれがあることから、避難所

への避難を誘導するが、やむを得ず車中泊を選ぶ避難者については、支

援が必要な在宅避難者と同様に、防災行政用同報無線（ひばり放送）等

を活用し、避難所での在宅避難者名簿の登録を行うように広報を実施す

る。 

在宅避難者名簿の登録者には、必要な生活関連物資の配布など、生活

環境の整備に必要な措置を講ずるよう努め、上に記載の「（１）在宅避

難者への対応」のアからエを行う。 

また、関係各局及び避難所運営協議会は、車中泊等の避難所外避難者

に対し、エコノミークラス症候群の健康管理に係る注意喚起を行う。 

(略) 

９ 避難所以外の被災者への対応 

（１）在宅避難者への対応 

在宅避難者とは、被災者の中で「避難所に居場所を確保できず、やむ

を得ず被災した自宅に戻って避難生活を送っている者」又は「ライフラ

イン等が途絶した中で自宅で不自由な生活を送っている者」を指すが、

在宅避難者の中で支援が必要な人は、避難所にて在宅避難者・車中泊者

名簿に登録を行う。 

市は、防災行政用同報無線（ひばり放送）等を活用し、支援が必要な

在宅避難者に対して、避難所での在宅避難者・車中泊者名簿の登録を行

うように広報を実施する。 

登録者には、必要な生活関連物資の配布など、生活環境の整備に必要

な措置を講ずるよう努め、以下の対応を行う。 

ア 避難所運営協議会は自治会等と連携して、在宅避難者・車中泊者名

簿の情報から、在宅避難者の所在等を確認し、避難所担当職員は現地

対策班にその情報を報告する。 

(略) 

（２）車中泊等の避難所外避難者への対応 

車中泊避難は、避難者数等の実態把握が困難であり、またエコノミー

クラス症候群等の発症による健康被害のおそれがあることから、避難所

への避難を誘導するが、やむを得ず車中泊を選ぶ避難者については、支

援が必要な在宅避難者と同様に、防災行政用同報無線（ひばり放送）等

を活用し、避難所での在宅避難者・車中泊者名簿の登録を行うように広

報を実施する。 

在宅避難者・車中泊者名簿の登録者には、必要な生活関連物資の配布

など、生活環境の整備に必要な措置を講ずるよう努め、上に記載の「（１）

在宅避難者への対応」のアからエまでを行う。 

   また、関係各局及び避難所運営協議会は、車中泊等の避難所外避難者

に対し、エコノミークラス症候群の健康管理に係る注意喚起を行う。 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

 (略) (略) 
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第８章 被災生活支援 

頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

地-70 

 

 

 

第１節 応急給水対策 

(略) 

４ 災害時の応急給水 

(略) 

第１節 応急給水対策 

(略) 

４ 災害時の応急給水 

(略) 

地-71 （５）消火栓を利用した応急給水 

   神奈川県企業庁と消火栓からの応急給水について調整する。 

(略) 

（５）消火栓等を利用した応急給水 

   神奈川県企業庁と消火栓等からの応急給水について調整する。 

(略) 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

地-73 

 

 

 

第２節 食料供給対策 

(略) 

４ 食料品の応急供給 

(略) 

第２節 食料供給対策 

(略) 

４ 食料品の応急供給 

(略) 

地-74 （２）供給する食料等 

ア 食料の品目 

備蓄から供給する食料は、アルファ化米、長期備蓄食料、ビスケッ

トなど、また、調達して供給する食料は、パン、弁当、米飯等とする。 

(略) 

（２）供給する食料等 

ア 食料の品目 

備蓄から供給する食料は、アルファ化米、ビスケット等、また、調

達して供給する食料は、パン、弁当、米飯等とする。 

(略) 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

地-76 

 

第３節 生活必需物資供給対策 

(略) 

第３節 生活必需物資供給対策 

(略) 

地-77 (略) 

８ 救援物資の集積・配送 

(略) 

(略) 

８ 救援物資の集積・配送 

(略) 

地-78 ＜救援物資受入拠点の主な役割＞ 

拠点名 主な役割 

(略) (略) 

市体育館 
○救援物資、義援品の保管

（補助） 

(略) 

＜救援物資受入拠点の主な役割＞ 

拠点名 主な役割 

(略) (略) 

〔削除〕 〔削除〕 

(略) 
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第１０章 清掃対策 

頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

地-83 ◆ 資料編参照 

(略) 

※２０－４ 地震等大規模災害時における災害廃棄物の処理等に関する

協定書 

（（公社）神奈川県産業廃棄物協会） 

(略) 

◆ 資料編参照 

(略) 

※２０－４ 地震等大規模災害時における災害廃棄物の処理等に関する

協定書 

（（公社）神奈川県産業資源循環協会） 

(略) 
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第１１章 トイレ対策 

頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

地-84 (略) 

５ 避難所のトイレ対策 

 避難所運営協議会は、避難所となる学校等のトイレの被災状況を確認し、

次の対策を行う。 

（１）既存トイレの活用 

避難所に指定されている学校等に設置されているトイレが使用できる

場合は、既存トイレを活用する。なお、上水道が断水しているが、河川

やプール等の水を活用して既存トイレが使用できる場合も同様とする。 

 

(略) 

(略) 

５ 避難所のトイレ対策 

 避難所運営協議会は、避難所となる学校等のトイレの被災状況を確認し、

次の対策を行う。 

（１）既存トイレの活用 

避難所に指定されている学校等に設置されているトイレが使用できる

場合は、既存トイレを活用する。なお、上水道が断水しているが、河川

やプール等の水を活用して使用できる場合や携帯用トイレを活用して

使用できる場合も同様とする。 

(略) 

地-85 (略) 

◆ 資料編参照 

(略) 

※２０－６ 大規模災害時におけるし尿の収集運搬に関する協定書 

       （津久井環境事業協同組合） 

(略) 

◆ 資料編参照 

(略) 

〔削除〕 
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第１３章 応急住宅対策 

頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

地-90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(略) 

５ 公営住宅等の一時提供 

都市建設局は、次のように公営住宅等の一時提供を行う。 

（１）公営住宅等の一時提供 

ア 市営住宅の空き家を確保し、一時入居を受け入れる。 

イ 県、県住宅供給公社、他の地方公共団体等の協力を得て、広域的に

住宅を確保し、一時入居を受け入れる。 

ウ 供与期間は、原則６か月とする。 

（２）民間住宅の確保とあっせん 

一時住宅の確保については、応急仮設住宅の建設、住宅の応急修理及

び公営住宅等の確保と一時提供によるほか、民間住宅や事業者の社宅等

の情報を提供するなど、民間住宅の確保とあっせんを行う。 

 

６ 住宅の応急修理 

災害救助法が適用された場合、財政局、都市建設局は、国や県等と連携

を図り、次のように行う。 

（１）住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理 

(略) 

イ 規模・費用・方法 

    住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理が必要な部分に対

し、合成樹脂シート、ロープ、土のう等を用いて行うものとし、費用

は、原則として災害救助法による救助の程度、方法及び期間を定める

規程第７条第１号に基づく実費弁償の限度額以内とする。 

 

(略) 

(略) 

５ 公営住宅等の一時提供 

都市建設局は、次のように公営住宅等の一時提供を行う。 

 

（１）市営住宅の空き家を確保し、一時入居を受け入れる。 

（２）県、県住宅供給公社、他の地方公共団体等の協力を得て、広域的に住

宅を確保し、一時入居を受け入れる。 

（３）供与期間は、原則６か月とする。 

 

 

 

 

 

６ 住宅の応急修理 

災害救助法が適用された場合、財政局、都市建設局は、国や県等と連携

を図り、次のように行う。 

（１）住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理 

(略) 

イ 規模・費用・方法 

    住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理が必要な部分に対

し、合成樹脂シート、ロープ、土のう等を用いて行うものとし、費用

は、原則として災害救助法による救助の程度、方法及び期間を定める

規程（平成３１年相模原市告示第１５０号）第８条第１号に基づく実

費弁償の限度額以内とする。 

(略) 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

地-91 （２）日常生活に必要な最小限度の部分の修理 

(略) 

イ 規模・費用・方法 

 居室、炊事場及び便所等日常生活に欠くことのできない部分に対し

現物をもって行うものとし、費用は、原則として災害救助法による救

助の程度、方法及び期間を定める規程第７条第２号に基づく実費弁償

の限度額以内とする。 

(略) 

（２）日常生活に必要な最小限度の部分の修理 

(略) 

イ 規模・費用・方法 

 居室、炊事場及び便所等日常生活に欠くことのできない部分に対し

現物をもって行うものとし、費用は、原則として災害救助法による救

助の程度、方法及び期間を定める規程第８条第２号に基づく実費弁償

の限度額以内とする。 

(略) 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 情  勢 発令者 

第 １ 非 常

態勢 

・災害が発生した場合 

・災害の発生が予想される場合 

・電力制御システムへのサイバー攻撃によりシ

ステムに異常が発生した場合 

・サイバー攻撃による停電が発生したと想定さ

れた場合 

支社長 
第 ２ 非 常

態勢 

・大規模な災害が発生した場合 

・大規模な災害の発生が予想される場合 

・電気事故及びサイバー攻撃による突発的な広

範囲停電が発生した場合 

・東海地震注意情報が発せられた場合 

・南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発

表された場合 

第 ３ 非 常

態勢 

・大規模な災害が発生し、停電復旧に長期化が予

想される場合 

・電力供給区域又は事業所のある都・県内で震度

6 弱以上の地震が発生した場合 

・警戒宣言が発せられた場合 

・南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発

表された場合 

(略) 

区 分 情  勢 発令者 

第１非常態

勢 

・災害の発生が予想される場合 

・災害が発生した場合 

・電力制御システムへのサイバー攻撃によりシ

ステムに異常が発生した場合 

・サイバー攻撃による停電が発生したと想定さ

れた場合 

・南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が

発表された場合 

・警戒宣言が発せられた場合 

支社長 
第２非常態

勢 

・大規模な災害が発生した場合 

・大規模な災害の発生が予想される場合 

・電気事故及びサイバー攻撃による突発的な広

範囲停電が発生した場合 

第３非常態

勢 

・大規模な災害が発生し、停電復旧に長期化が

予想される場合 

・電力供給区域又は事業所のある都・県内で震

度 6 弱以上の地震が発生した場合 

 

 

(略) 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

地-97 (略) 

５ 市及び関係機関との情報連絡 

(略) 

（２）デジタル地域防災無線を活用し、市災害対策本部と連絡を図る。必要

に応じて、連絡要員を市災害対策本部に派遣する。 

(略) 

８ 復旧対策 

（略） 

（２）関係機関との調整 

（略） 

(略) 

５ 市及び関係機関との情報連絡 

(略) 

（２）衛星電話、神奈川県防災行政通信網等を活用し、市災害対策本部と連

絡を図る。必要に応じて、連絡要員を市災害対策本部に派遣する。 

(略) 

８ 復旧対策 

（略） 

（２）関係機関との調整 

（略） 

地-98 イ 財政局は、停電の復旧に当たり、土砂崩落や倒木等の障害物により

道路寸断等の情報を得た場合、関係機関との連携の下、停電の範囲な

ど道路啓開の優先度を判断するために必要な情報を収集し、災害対策

本部に報告する。 

災害対策本部は、都市建設局（土木部）や関係部署と協議し、道路啓

開の優先順位を決定する。 

    また、道路啓開に当たり、自衛隊等の協力が必要な場合には、県知

事に自衛隊の災害派遣要請を要求する。 

 

◆ 資料編参照 

(略) 

※１５－１６ 大規模災害発生時における占用許可物件の応急復旧等に

関する覚書 

（東京電力（株）相模原支社、東日本電信電話(株)東京事

業部、東京ガス(株)湘南導管ネットワークセンター） 

イ 財政局は、停電の復旧に当たり、土砂崩落や倒木等の障害物により

道路寸断等の情報を得た場合、関係機関との連携の下、停電の範囲な

ど道路啓開の優先度を判断するために必要な情報を収集し、災害対策

本部に報告する。 

災害対策本部は、都市建設局（土木部）や関係部署と協議し、道路

啓開の優先順位を決定する。 

    また、道路啓開に当たり、自衛隊等の協力が必要な場合には、県知

事に自衛隊の災害派遣要請を要求する。 

 

◆ 資料編参照 

(略) 

※１５－１６ 大規模災害発生時における占用許可物件の応急復旧等に

関する覚書 

（東京電力パワーグリッド（株）相模原支社、ＮＴＴ東日

本（株）東京事業部、東京ガス(株)湘南導管ネットワーク

センター） 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

地-99 第２節 都市ガス施設の応急対策 

(略) 

３ 活動体制 

（１）非常体制の確立 

 災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合（以下「非常事態」

という。）に対処するための非常体制の区分は次による。 

体制区分 適用条件 

(略) (略) 

第一次非常体

制 

１ 震度５強の地震が発生した場合、その他必要な場合 

２ 地震以外の自然災害により、社会的な影響が大きい

と考えられる重大な供給支障が発生、又は予測される

場合 

 

 

 

３ 地震警戒宣言等(東海地震予知情報、南海トラフ地

震臨時情報、北海道・三陸沖後発地震注意情報)が発表

された場合 

 

 

 
 

第２節 都市ガス施設の応急対策 

(略) 

３ 活動体制 

（１）非常体制の確立 

 災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合（以下「非常事態」

という。）に対処するための非常体制の区分は次による。 

体制区分 適用条件 

(略) (略) 

第一次非常体

制 

１ 震度５強の地震が発生した場合、その他必要な場合 

２ 地震以外の自然災害により、社会的な影響が大きいと

考えられる重大な供給支障が発生し、又は予測される場

合 

３ 自然災害以外の理由により、社会的な影響が大きいと

考えられる重大な供給支障等の事故が発生し、又は予想

される場合 

４ 地震警戒宣言等(東海地震予知情報又は南海トラフ地

震臨時情報（巨大地震警戒））が発表された場合 

 

５ 東京ガスネットワーク（株）の事業運営に大きな影響

を及ぼす非常事態が発生した場合又は発生が予測され

る場合 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

 

第二次非常体

制 

１ 震度６弱以上の地震が発生した場合 

２ 震度５弱・５強の地震が発生し、中圧又は低圧ブロ

ックを供給停止した場合 

３ 地震以外の自然災害により、社会的な影響が極めて

大きいと考えられる重大な供給支障が発生、又は予測

される場合 

 

 

 

 

 

 

(略) 

第二次非常体

制 

１ 震度６弱以上の地震が発生した場合 

２ 震度５弱・５強の地震が発生し、中圧又は低圧ブロッ

クを供給停止した場合 

３ 地震以外の自然災害により、社会的な影響が極めて大

きいと考えられる重大な供給支障等の事故が発生し、又

は予測される場合 

４ 自然災害以外の理由により，社会的な影響が極めて大

きいと考えられる重大な供給支障等の事故が発生し、又

は予想される場合 

５ 東京ガスネットワーク（株）の事業運営に極めて大き

な影響を及ぼす非常事態が発生した場合又は発生が予

測される場合 

(略) 

地-101 （略） 

◆ 資料編参照 

  ※１５－１６ 大規模災害発生時における占用許可物件の応急復旧等に

関する覚書 

         （東京電力（株）相模原支社、東日本電信電話(株)東京事

業部、東京ガス(株)湘南導管ネットワークセンター） 

 

（略） 

◆ 資料編参照 

  ※１５－１６ 大規模災害発生時における占用許可物件の応急復旧等に

関する覚書 

         （東京電力パワーグリッド（株）相模原支社、ＮＴＴ東日

本（株）東京事業部、東京ガス(株)湘南導管ネットワーク

センター） 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

地-106 第６節 電話施設の応急対策 

 

東日本電信電話（株）は、大規模な災害の発生に際して、おおむね次の応

急対策を実施することとしている。 

市は、情報通信に関する情報収集等の連絡調整を行う。 

 

１ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項  目 

(略) (略) (略) (略) 

関 係 

機 関 

東 日 本 電 信 電 話

（株） 
－ 

電話施設の応急対策に関

すること。 

(略) 

第６節 電話施設の応急対策 

 

ＮＴＴ東日本（株）は、大規模な災害の発生に際して、おおむね次の応急

対策を実施することとしている。 

市は、情報通信に関する情報収集等の連絡調整を行う。 

 

１ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項  目 

(略) (略) (略) (略) 

関 係 

機 関 
ＮＴＴ東日本（株） － 

電話施設の応急対策に関

すること。 

(略) 

地-108 (略) 

◆ 資料編参照 

  ※１５－１６ 大規模災害発生時における占用許可物件の応急復旧等に

関する覚書 

（東京電力（株）相模原支社、東日本電信電話(株)東京事

業部、東京ガス(株)湘南導管ネットワークセンター） 

(略) 

◆ 資料編参照 

  ※１５－１６ 大規模災害発生時における占用許可物件の応急復旧等に

関する覚書 

（東京電力パワーグリッド（株）相模原支社、ＮＴＴ東日

本（株）東京事業部、東京ガス(株)湘南導管ネットワーク

センター） 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

地-109 第７節 東日本旅客鉄道（株）の応急対策 

(略) 

２ 災害時の活動体制 

(略) 

（２）情報連絡体制 

  ウ 市、防災関係機関との連絡 

  （ア）市及び防災関係機関との連絡は、一般電話回線、衛星電話、防災

無線等を用いて、交通の停止又は途絶が解消されるまで状況を速や

かに相互に連絡し、情報の共有に努め、また、通信が途絶した場合

等は、連絡要員を市災害対策本部に派遣する。 

(略) 

第７節 東日本旅客鉄道（株）の応急対策 

(略) 

２ 災害時の活動体制 

(略) 

（２）情報連絡体制 

  ウ 市、防災関係機関との連絡 

  （ア）市及び防災関係機関との連絡は、一般電話回線、衛星電話等を用

いて、交通の停止又は途絶が解消されるまで状況を速やかに相互に

連絡し、情報の共有に努め、また、通信が途絶した場合等は、連絡

要員を市災害対策本部に派遣する。 

(略) 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

地-112 第８節 小田急電鉄（株）の応急対策 

(略) 

２ 災害時の活動体制 

(略) 

（２）情報連絡体制 

(略) 

ウ 市、防災関係機関 

（ア）市、防災関係機関との連絡は、一般電話回線、衛星電話、携帯電話、

防災無線等を用いて、交通の停止又は途絶が解消されるまで状況を

速やかに相互に連絡し、情報の共有に努める。 

（イ）市災害対策本部との連絡は、地域防災無線を活用する。また、通信

が途絶した場合等は、連絡要員を市災害対策本部に派遣する。 

(略) 

第８節 小田急電鉄（株）の応急対策 

(略) 

２ 災害時の活動体制 

(略) 

（２）情報連絡体制 

(略) 

ウ 市、防災関係機関 

（ア）市、防災関係機関との連絡は、一般電話回線、衛星電話、携帯電話

等を用いて、交通の停止又は途絶が解消されるまで状況を速やかに

相互に連絡し、情報の共有に努める。 

（イ）市災害対策本部との通信が途絶した場合等は、連絡要員を市災害対

策本部に派遣する。 

(略) 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

地-115 第９節 京王電鉄（株）の応急対策 

(略) 

２ 災害時の活動体制 

(略) 

（２）情報連絡体制 

(略) 

ウ 市、防災関係機関 

（ア）市、防災関係機関との連絡は、一般電話回線、衛星電話、防災無線

等を用いて、交通の停止又は途絶が解消されるまで状況を速やかに

相互に連絡し、情報の共有に努める。 

（イ）市災害対策本部との連絡は、デジタル地域防災無線を活用する。ま

た、通信が途絶した場合等は、連絡要員を市災害対策本部に派遣す

る。 

(略) 

第９節 京王電鉄（株）の応急対策 

(略) 

２ 災害時の活動体制 

(略) 

（２）情報連絡体制 

(略) 

ウ 市、防災関係機関 

（ア）市、防災関係機関との連絡は、一般電話回線、衛星電話等を用いて、

交通の停止又は途絶が解消されるまで状況を速やかに相互に連絡

し、情報の共有に努める。 

（イ）市災害対策本部との通信が途絶した場合等は、連絡要員を市災害対

策本部に派遣する。 

 

(略) 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

地-117 第１０節 神奈川中央交通（株）の応急対策 

(略) 

３ 情報連絡体制 

市及び防災関係機関との連絡は、デジタル地域防災無線、一般電話回線を

用いる。 

また、通信が途絶した場合等は市災害対策本部に、緊急の場合は最寄りの

消防署等へ、伝令を派遣する。 

(略) 

第１０節 神奈川中央交通（株）の応急対策 

(略) 

３ 情報連絡体制 

市及び防災関係機関との連絡は、一般電話回線等を用いる。 

また、通信が途絶した場合等は、市災害対策本部に、緊急の場合は最寄り

の消防署等へ、伝令を派遣する。 

 

(略) 
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第１７章 文教・保育対策 

頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

地-119 

 

 

 

第１節 文教対策 

(略) 

４ 災害対応 

(略) 

第１節 文教対策 

(略) 

４ 災害対応 

(略) 

地-120 （４）その他 

避難所となる学校における情報伝達手段として、デジタル地域防災無

線、災害時優先携帯電話を活用する。 

 

(略) 

（４）その他 

避難所となる学校における情報伝達手段として、災害対応用スマート

フォン及びデジタル簡易無線（簡易無線が不通エリアは衛星携帯電話）

を活用する。 

(略) 
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第１９章 災害救助法 

頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

地-126 (略) 

５ 救助の種類 

(略) 

 

カ 被災した住宅の応急修理 

キ 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与 

ク 学用品の給与 

ケ 埋葬 

コ 死体の捜索及び処理 

サ 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活

に著しい支障を及ぼしているものの除去 

(略) 

(略) 

５ 救助の種類 

(略) 

カ 福祉サービスの提供 

キ 被災した住宅の応急修理 

ク 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与 

ケ 学用品の給与 

コ 埋葬 

サ 死体の捜索及び処理 

シ 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活

に著しい支障を及ぼしているものの除去 

(略) 
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第１章 総則 

頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

地-128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 基本方針 

(略) 

２ 基本方針 

  南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成１ 

４年法律第９２号。以下「南海トラフ法」という。）においては、「南海 

トラフ地震防災対策推進地域」に指定されている地域の地方公共団体等が 

「南海トラフ地震防災対策推進計画」を作成することとなっている。 

本市は、当該地域には指定されていないが、想定最大震度５強が予測さ 

れており、大規模地震に備える観点から、市独自の計画を作成するもので

ある。 

  なお、この計画は南海トラフ地震臨時情報に基づく市の対応の基本的な 

考え方を定めたものであり、本市域内にて震度４以上の地震を観測した場 

合には「第１款 地震災害応急対策」に基づく行動・対応を図っていくこ 

ととなる。 

(略) 

第１節 基本方針 

(略) 

２ 基本方針 

  南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成１ 

４年法律第９２号。以下「南海トラフ法」という。）においては、「南海 

トラフ地震防災対策推進地域」に指定されている地域の地方公共団体等が 

「南海トラフ地震防災対策推進計画」を作成することとなっている。 

本市は、当該地域には指定されていないが、想定最大震度５強（局所的

に想定最大震度６弱）が予測されており、大規模地震に備える観点から、

市独自の計画を作成するものである。 

  なお、この計画は南海トラフ地震臨時情報に基づく市の対応の基本的な 

考え方を定めたものであり、本市域内にて震度４以上の地震を観測した場 

合には「第１款 地震災害応急対策」に基づく行動・対応を図っていくこ 

ととなる。 

(略) 
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第２章 市の対策活動 

頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

地-131 (略) 

４ 南海トラフ地震臨時情報時の体制 

(略) 

(略) 

４ 南海トラフ地震臨時情報時の体制 

(略) 

地-132 (略) 

キーワード 情報の性質 想定される市の体

制 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
臨
時
情

報 （略） （略） （略） 

巨大地震注意 発生

後 

2時間

後発

表 

一部割れケース 

ゆっくりすべりケ

ース 

【地震災害初動体

制】 

巨大地震警戒 半割れケース 
【地震災害警戒本

部体制】 

調査終了  【通常体制】 

(略) 

(略) 

キーワード 情報の性質 想定される市の体

制 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
臨
時
情

報 （略） （略） （略） 

巨大地震注意 

発生

から

最短

で2

時間

後発

表 

一部割れケース 

ゆっくりすべりケ

ース 

【地震災害初動体

制】 

巨大地震警戒 半割れケース 
【地震災害警戒本

部体制】 

調査終了  【通常体制】 

(略) 
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第３章 巨大地震警戒時等の措置に関する事項 

頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

地-137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 児童・生徒等保護対策 

(略) 

２ 実施主体 

 
担 当 部 

署 
時期 項  目 

市担

当 

(略) (略) (略) 

こども・若者未

来局 
－ 園児の安全確保、応急保育に関すること。 

(略) (略) (略) 

(略) （略） (略) (略) 
 

第２節 児童・生徒等保護対策 

(略) 

２ 実施主体 

 
担 当 部 

署 
時期 項  目 

市担

当 

(略) (略) (略) 

こども・若者未

来局 
－ 

園児、児童・生徒等の安全確保、応急保育

に関すること。 

(略) (略) (略) 

(略) （略） (略) (略) 
 

 

 

 

３ 学校（市立小・中学校及び義務教育学校）及び教育機関の対応 

(略) 

（１）学校長等は、南海トラフ地震に関連する情報の把握に努め、的確な指

揮に当たる。 

(略) 

 

３ 学校（市立小・中学校及び義務教育学校）及び教育機関の対応 

(略) 

（１）校長等は、南海トラフ地震に関連する情報の把握に努め、的確な指揮

に当たる。 

(略) 

地-138 第３節 消防対策 

(略) 

３ 消防警備体制 

(略) 

（２）消防署 

ア 大隊本部の設置 

(略) 

第３節 消防対策 

(略) 

３ 消防警備体制 

(略) 

（２）消防署 

ア 署隊本部の設置 

(略) 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

地-141 第５節 ライフライン・交通対策 

 

１ 実施主体（巨大地震警戒発表時） 

 担 当 部 署 時期 項  目 

市担

当 
(略) (略) (略) 

関係 

機関 

(略) (略) (略) 

東 日 本 電 信 電 話

（株） 
－ 

電話施設の対策に係る連絡体

制の整備に関すること。 

(略) (略) (略) 

(略) 

第５節 ライフライン・交通対策 

 

１ 実施主体（巨大地震警戒発表時） 

 担 当 部 署 時期 項  目 

市担

当 
(略) (略) (略) 

関係 

機関 

(略) (略) (略) 

Ｎ Ｔ Ｔ 東 日 本 （ 株 ） － 
電話施設の対策に係る連絡体

制の整備に関すること。 

(略) (略) (略) 

(略) 
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第１章 市災害対策本部活動 

頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

風-7 第２節 動員体制 

(略) 

５ 動員指令の伝達体制 

動員指令は次の系統で伝達する。 

勤務時間中は、原則として職員参集システム、デジタル地域防災無線、

ファクシミリ、庁内電話又は庁内放送等にて指令を伝達する。 

また、勤務時間外は職員参集システム又は状況により電話、電子メール

等により連絡する。 

(略) 

第２節 動員体制 

(略) 

５ 動員指令の伝達体制 

動員指令は次の系統で伝達する。 

勤務時間中は、原則として職員参集システム、庁内電話又は庁内放送等

にて指令を伝達する。 

また、勤務時間外は職員参集システム又は状況により電話、電子メール

等により連絡する。 

(略) 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

風-9 第３節 気象警報・注意報 

(略) 

第３節 気象警報・注意報 

(略) 

風-14 ６ 各種気象通報等 

横浜地方気象台及び防災関係機関は、関係協定に基づき、次の気象通報

を行う。 

（１）火災気象通報 

横浜地方気象台は、消防法第２２条の規定により、気象の状況が火災

予防上危険と認められたときは、次のいずれかの基準により、神奈川県

知事に対して通報する。ただし、通報基準に該当する地域・時間帯で降

水（降雪を含む。）が予想される場合には、通報を実施しないときがあ

る。 

ア 実効湿度が５５％以下で、最小湿度が３５％以下になる見込みのと

き。 

イ 陸上で毎秒１２ｍ以上の平均風速が予想されるとき。 

 

 

 

 

 

６ 各種気象通報等 

市長、横浜地方気象台及び防災関係機関は、関係協定に基づき、次の気

象通報を行う。 

（１）火災気象通報 

横浜地方気象台は、消防法第２２条の規定により、気象の状況が火災

予防上危険と認められたときは、次のいずれかの基準により、神奈川県

知事に対して通報する。ただし、通報基準に該当する地域・時間帯で降

水（降雪を含む。）が予想される場合には、通報を実施しないときがあ

る。 

ア 乾燥注意報 

 

イ 強風注意報 

ウ 暴風警報 

（２）火災に関する警報（林野火災警報を除く。） 

  ア 市長は、市域に乾燥注意報、強風注意報又は暴風警報が発表され、

かつ、火災発生及び延焼拡大の恐れが著しいと認めるときは、火災警

報を発するものとする。 

イ 市長は、前アに準ずる気象状況で、火災の予防上危険であると認め

るときは、火災警報を発するものとする。 

（３）林野火災注意報 

市長は、１月から５月までの間に限り、次のいずれかの基準に該当す

る場合は林野火災注意報を発するものとする。 

ア 前３日間の降水量の合計が１mm以下であって、かつ、発令日前の３

０日間の降水量の合計が３０mm以下のとき。 

イ 前３日間の降水量の合計が１mm以下であって、かつ、乾燥注意報が

発表されたとき。 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

 

 

 

 

 

 

（２）火災警報 

市長は、火災気象通報を受けたとき、又は気象の状況が火災の予防上

危険であると認めるときは、火災警報を発表することができる。 

（３）鉄道気象通報 

 

(略) 

（４）林野火災警報 

市長は、１月から５月までの間に限り、（３）ア又はイのいずれかに

該当する場合で、強風注意報が発表されたときは、林野火災警報を発す

るものとする。 

（５）鉄道気象通報 

(略) 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

風-22 第６節 通信の運用 

１ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市 担

当 

本 部 事 務 局 ★ 

デジタル地域防災無線、防災行政

用同報無線（ひばり放送）、簡易無

線等の運用に関すること。 

非常通信の依頼、アマチュア無

線局の活用に関すること。 

（略） (略) （略） 

本 部 事 務 局 

★ 

衛星携帯電話、簡易無線、災

害用スマートフォン等の通

信機器の運用に関すること。 

消 防 局 

区 本 部 

(略) (略) (略) (略) 

(略) 

第６節 通信の運用 

１ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市 担

当 

本 部 事 務 局 ★ 

防災行政用同報無線（ひばり放

送）、災害対応用スマートフォン及

びデジタル簡易無線等の運用に関

すること。 

非常通信の依頼及びアマチュア無

線局の活用に関すること。 

（略） (略) （略） 

本 部 事 務 局 

★ 

衛星携帯電話、簡易無線、災

害対応用スマートフォン等

の通信機器の運用に関する

こと。 

消 防 局 

区 本 部 

(略) (略) (略) (略) 

(略) 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

風-23 (略) 

４ デジタル地域防災無線の運用 

本部事務局は、相模原市防災行政用無線局管理運用規程（平成２５年相

模原市訓令第１６号）に基づき、デジタル地域防災無線の運用を行う。 

（１）無線局の種別 

種 別 設置・配置場所 

基地局統制局 消防指令センター 

中継基地局 
三井金沢、三角山（青野原山中）、鉢岡山、青

根橋津原 

中継局 小仏城山 

陸
上
移
動
局 

車載型 公用車両 

半固定型 

区役所、まちづくりセンター、公民館、メディ

カルセンター、 

小・中学校及び義務教育学校 

携帯型 防災関係機関、財政局、都市建設局ほか 
 

(略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）通信の体系 

災害発生時におけるデジタル地域防災無線の運用は、各対策所が移動局

からの情報を、無線機を使用して集約することとし、また、基地局統制局

が陸上移動局を必要に応じて統制する。 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

 ５ 防災行政用同報無線（ひばり放送）の運用 

(略) 

４ 防災行政用同報無線（ひばり放送）の運用 

(略) 

風-24 ６ 県防災行政通信網の運用 

(略) 

５ 県防災行政通信網の運用 

(略) 

  ６ 携帯電話等の運用 

発災時に現地との情報連絡を的確に行うため、区本部、現地対策班、

避難所等に配置した災害対応用スマートフォン等を運用する。一般電話

や携帯電話が輻輳
ふくそう

・途絶等した場合には、区本部、津久井地域の現地対

策班（城山を除く。）及び孤立対策推進地区については、衛星携帯電話

を運用する。 

 

 ７ 衛星携帯電話及び簡易無線等の運用 

発災時に一般電話や携帯電話がつながりにくい場合や、途絶した場合等

に、現地との情報連絡を的確に行うため、区本部、現地対策班、避難所、

救護所等に配置した簡易無線、衛星携帯電話（避難所を除く。）等を運用

する。 

(略) 

７ デジタル簡易無線の運用 

発災時に一般電話や携帯電話が輻輳
ふくそう

・途絶等した場合に、現地との

情報連絡を的確に行うため、区本部、現地対策班、避難所等に配置し

たデジタル簡易無線を運用する。 

 

(略) 

風-25 ◆ 資料編参照 

(略) 

※３－２ 地域防災無線設置場所 

※３－３ 防災行政用同報無線（ひばり放送）設置場所 

※３－９ 相模原市防災行政用無線局管理運用規程 

※３－１０ 相模原市防災行政用固定系無線局運用要綱 

(略) 

◆ 資料編参照 

(略) 

 

※３－２ 防災行政用同報無線（ひばり放送）設置場所 

※３－８ 相模原市防災行政用無線局管理運用規程 

※３－９ 相模原市防災行政用固定系無線局運用要綱 

(略) 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

風-26 第７節 災害情報の収集伝達 

 

１ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市担当 

(略) (略) （略） 

区 本 部 ★ 

区内の被害状況の取りまとめ

及び災害資料の作成、本部への

報告に関すること。 

財 政 局 

● 

罹災証明書（火災を除く。）の発行

に係る住家等及び市有建物の被害

調査に関すること。 区 本 部 

都市建設局（土木部） ★ 道路被害調査に関すること。 

(略) (略) （略） 

(略) (略) (略) （略） 

(略) 

３ 被害状況等の収集体制の確立 

(略) 

（２）情報の報告の手段 

(略) 

イ 有線が途絶した場合は、デジタル地域防災無線、消防救急無線、

県防災行政通信網、警察無線、関東地方非常通信協議会構成員所属

無線局又はその他の無線を利用する。 

第７節 災害情報の収集伝達 

 

１ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市 担

当 

(略) (略) （略） 

区 本 部 ★ 

区内の被害状況の取りまとめ及び

災害資料の作成、本部への報告に関

すること。 

罹災証明書及び罹災届出証明書（火災

を除く。）の発行に関すること。 

財 政 局 ● 

市有建物の被害調査に関すること。 

罹災証明書（火災を除く。）の発行に係

る住家等の被害調査に関すること。 

都市建設局（土木部） ★ 道路被害調査に関すること。 

（略） (略) （略） 

(略) (略) (略) （略） 

(略) 

３ 被害状況等の収集体制の確立 

(略) 

（２）情報の報告の手段 

(略) 

イ 有線が途絶した場合は、災害対応用スマートフォン、衛星携帯電

話、デジタル簡易無線、消防救急無線、県防災行政通信網、警察無

線、関東地方非常通信協議会構成員所属無線局又はその他の無線を利

用する。 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

風-29 第８節 災害時の広報・広聴 

(略) 

４ 広報事項 

(略) 

（２）注意報・警報等発表時等の主な広報事項 

第８節 災害時の広報・広聴 

(略) 

４ 広報事項 

(略) 

（２）注意報・警報等発表時等の主な広報事項 

 時 期 広報事項 広報媒体 

注意報・

警報等

発表時

の広報 

(略) (略) 

(7) 市ホームページ等 

(略) 

 

時 期 広報事項 広報媒体 

注意報・

警報等

発表時

の広報 

(略) 

 

(略) 

(7) 市ホームページ 

(略) 

 

風-30 （略） （略） （略） 

その後

の広報 

(略) (略) 

(10)市ホームページ等 

(略) 

災害復

旧・復

興期の

広報 

(略) (略) 

(10)市ホームページ等 

(略) 

(略) 

(略) (略) (略) 

その後

の広報 

(略) (略) 

(10)市ホームページ 

(略) 

災害復

旧・復

興期の

広報 

(略) (略) 

(10)市ホームページ 

(略) 

(略) 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

風-34 

 

第９節 応援要請 

 

１ 基本方針 

他の地方公共団体等の応援が必要な場合は、「相模原市災害受援計画」

及び各種応援協定に基づき、迅速に応援を要請し、活動体制を強化す

る。 

第９節 応援要請 

 
１ 基本方針 

他の地方公共団体等の応援が必要な場合は、「相模原市災害受援計画」及

び各種応援協定に基づき、迅速に応援を要請し、活動体制を強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(略) 

３ 他の地方公共団体等への応援要請 

（２）応援要請の種別 

要 請 先 要請の内容 根拠法令 

 

 

県知事 

応援の要求及び災害応急対

策の実施要請 
災害対策基本法第 68 条

第 1 項 

 

(略) (略) 

自衛隊の派遣要請 

自衛隊法第 83条 

災害対策基本法第 68 条

の 2第 1 項 

緊急消防援助隊の応援要請 消防組織法第 44 条及び

45 条 
 

(略) 

３ 他の地方公共団体等への応援要請 

（２）応援要請の種別 

要 請 先 要請の内容 根拠法令 

 

 

県知事 

応援の要求及び災害応急対

策等の実施要請 
災害対策基本法第 68 条

第 1 項及び第 68 条の 2

第 1 項 

(略) (略) 

自衛隊の派遣要請 

自衛隊法第 83条 

災害対策基本法第 68 条

の 3第 2 項 

緊急消防援助隊の応援要請 消防組織法第 44 条及び

第 45条 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

風-35 (略) (略) (略) 

自衛隊 

自衛隊の派遣要請 

（県知事に派遣要請が出来

ない場合の通知） 

災害対策基本法第 68 条

の 2第 2 項 

指定地方行政機

関の長、指定公

共機関の長 

職員の派遣要請 
災害対策基本法第 29 条

第 2 項 

(略) (略) (略) 

(略) 

(略) (略) (略) 

自衛隊 

自衛隊の派遣要請 

（県知事に派遣要請ができ

ない場合の通知） 

災害対策基本法第 68 条

の 2第 2 項 

指定地方行政機

関の長、指定公

共機関の長 

職員の派遣要請及び災害応

急対策の実施要請（県知事に

派遣要請ができない場合の

通知） 

災害対策基本法第 29 条

第 2 項及び第 68 条の 2

第 2 項 

(略) (略) (略) 

(略) 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

風-39 第１０節 応援派遣等 

 

１ 基本方針 

市は、他の地方公共団体の区域内に災害が発生し、又は発生するおそれ

がある場合において、応援を求められた場合は、迅速に派遣体制を確立す

る。 

第１０節 応援派遣等 

 

１ 基本方針 

市は、他の地方公共団体の区域内で大規模な災害が発生した場合は、「相

模原市被災地支援計画」に基づき、迅速に支援体制を確立する。 

 ２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市担当 

本 部 事 務 局 ★ 

応援派遣の総合調整に関する

こと。 

被災地復興支援本部の設置及び

運営に関すること。 

総  務  局 ★ 

派遣職員等の調整及び派遣職

員へのバックアップに関する

こと。 

財政局（財政部） ★ 
派遣に要する資機材・物資・車

両等の調達に関すること。 
 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項  目 

市担当 

本 部 事 務 局 ★ 

支援体制の統制に関すること。 

被災地支援調整本部の設置及び

運営に関すること。 

物的支援の実施に関すること。 

広域避難者の受入れに関するこ

と。 

市 長 公 室 ★ 

応援活動の広報に関すること。 

情報・システムの調整に関する

こと。 

総  務  局 ★ 
応援職員等の調整に関するこ

と。 

財政局（財政部） ★ 輸送の調整に関すること。 
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頁 現 行（令和７年５月修正） 修正案 

  

関 係 各 局 ★ 

職員の応援派遣に関すること。 

その他災害対策本部設置時の 

所掌業務に準じた被災地支援

業務の実施に関すること。 

 

(略) (略) (略) (略) 
 

 健 康 福 祉 局 ★ 義援金等に関すること。 

環 境 経 済 局 ★ 
災害廃棄物の受入れに関するこ

と。 

関 係 各 局 ★ 

職員の応援派遣に関すること。 

その他被災地支援調整本部設置 

 時の担当業務の実施に関するこ

と。 

(略) (略) (略) (略) 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

 ３ 情報収集 

他の地方公共団体の区域内に大規模な災害が発生した場合又は発生す

るおそれがある場合、防災主管課職員のうちあらかじめ指定された職員

は、災害の規模、被害状況等の情報収集活動を行う。 

なお、本部事務局は、指定都市市長会の応援派遣の仕組みである「広域・

大規模災害時における指定都市市長会行動計画」を適用する可能性がある

と認める場合や、災害時における相互応援に関する協定を締結している自

治体において大規模な災害が発生し、被災自治体からの情報提供や具体的

な要請が困難な状況と予測される場合において、被災地に先遣隊職員を派

遣する。 

先遣隊派遣職員は、被災地の応援ニーズ等の調査、被災自治体との連絡

調整等を行い、その内容を速やかに市に報告する。 

３ 応援要請への対応方針 

市長は、国、県又は被災した地方公共団体からの応援派遣要請があった場

合や九都県市、指定都市市長会等において応援の実施が決定された場合、特

別な理由がない限り応援派遣を行う。 

（１）広域的な支援の枠組みにおける応援要請 

危機管理局は、応急対策職員派遣制度や指定都市市長会行動計画に基づ

く応援要請など広域的な支援の枠組みにおける応援要請があった場合、応

援活動に関する調整等を行う。 

（２）他市町村等との個別の協定等に基づく応援要請 

   個別の協定等に基づく応援については、当該協定等の所管部署が、応援

活動に関する情報収集や被災地市町村の応援要請の聞き取り等を行い、危

機管理局ほか関係各局と連携して応援活動の調整を行う。 

（３）専門的業務に関する応援要請 

消防機関、医療保健分野や公営企業等における専門的業務に関する応援

については、所管部署が応援活動に関する情報収集等を行い、関係各局と

連携して、応援活動に関する調整等を行う。この際、応援活動の状況等を

危機管理局に報告する。 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

風-40 ４ 応援派遣の決定 

（１）市長は、国、県又は被災した地方公共団体からの応援派遣要請があ

った場合や九都県市、指定都市市長会等の広域応援の枠組において応援

の実施が決定された場合、特別な理由がない限り応援派遣を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）市長は、災害時における相互応援に関する協定を締結している自治

体において、被害程度が著しく甚大で、緊急の事態と認められる場合

は、応援要請を待たずに、自らの判断で応援派遣を決定する。 

４ 被災地支援体制 

（１）情報連絡体制 

他の地方公共団体の区域内で大規模な災害が発生した場合（九都県市内

で震度５強以上の地震を観測し、若しくは津波警報（大津波）の発表があ

った場合又は国内のいずれかの市区町村において、震度６弱以上の地震を

観測し、若しくは大雨特別警報の発表等があった場合）は、国や九都県市、

指定都市市長会等を通じて被害状況や応援要請の有無などに関する情報

収集を行う。 

必要と認められる場合は、被災自治体の被災状況や必要な応援職員の規

模等を把握するために危機管理局及び関係各局より情報収集を主な目的

とした先遣隊を派遣する。 

（２）被災地支援調整本部の設置 

次のいずれかに該当する場合は、被災地への支援を調整・準備するため、

危機管理監を本部長とする被災地支援調整本部を設置する。 

なお、広域避難者の受入れ・生活支援など全庁横断的に支援を実施する

場合には危機管理監が総合的に判断し、設置することができる。被災地支

援調整本部を設置しない場合も設置した場合に準じて所管部署が対応す

る。 

ア 広域的な支援の枠組みにおける応援派遣を決定した場合 

イ 他市町村等との個別の協定等に基づき、全庁横断的な応援派遣を決定

した場合 

ウ 専門的業務に関する応援派遣を、複数の枠組みにおいて同時期に行う

場合 

（３）被災地支援本部の設置 

被災地支援の内容が長期化・大規模となり、相模原市業務継続計画が発

動する場合、それに準じた市役所業務の縮小を行うこととなる場合など、

全庁体制を必要とする際には、市長を本部長とする被災地支援本部（災害

の規模や支援内容に応じて柔軟な組織となるよう相模原市災害対策本部

要綱を準用する。）を設置する。 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

 ５ 応援派遣の実施 

（１）応援の内容 

ア 活動要員の派遣 

総務局は、要請のあった人員について、職員を派遣する。 

５ 応援職員の派遣 

（１）応援職員の選定 

広域的支援による派遣や個別協定等による派遣に当たっては、総務局

が応援職員の選定等の手続きを行い、決定するものとする。 

風-41 イ 物資・資機材の供与 

財政局は、要請のあった物資、資機材について、備蓄物資・資機材

から、又は調達して供与する。 

ウ その他 

    総務局は、その他要請のあった事項について、可能な限り応じる

よう努める。 

（２）応援の準備 

応援派遣に当たっては、食料、飲料水及び車両等活動に必要な装備を

準備するとともに、宿泊所等の手配を行うなど自己完結的な活動が行え

るよう努める。 

（３）指揮命令 

応援派遣部隊は応援を要請した地方公共団体の長等の指揮下におい

て活動する。 

（４）派遣職員のバックアップ等 

派遣職員の疲労やストレスを考慮し、派遣ローテーションの調整や

こころのケア対策を適切に行う。 

なお、上記以外の専門的業務に係る職員の選定は、過去の応援派遣の

状況等を踏まえて関係各局が行う。 

 

 

 

 

（２）応援職員の派遣縮小又は中断 

本市において、災害等が発生し、対応が必要となった場合には、被災

自治体等と調整の上、応援職員の派遣を縮小又は中断することとする。 

（３）応援職員の派遣終了 

応援職員の派遣終了時期については、被災地支援本部または被災地支

援調整本部が被害状況や行政機能の状況を踏まえ、被災自治体等と調整

し、決定するものとする。 

（４）後方支援 

被災地支援本部等は、被災地で活動する応援職員の負担軽減を第一目

的とし、応援職員や現地調整員と調整を行いながら後方支援を行う。 

  

６ 総合応援体制の確保 

広域的な激甚災害により、職員の派遣のほか、被災者の受入れ、救援物

資等の支援など、総合的な被災地支援を必要とする場合は、被災地復興支

援本部を設置する。 

被災地復興支援本部は、被災地のニーズと本市の対応能力等を踏まえ

て、適宜組織することとする。 

 

 

６ 被災地への支援活動 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

 （１）避難者の受入れ 

被災地から被災者を受け入れる場合は、一時避難所を開設し、避難生

活に関わる相談窓口の設置、生活必需品の提供等の支援に努める。 

その他、被災地から市内に避難した被災者についても、その所在を把

握し、広報、マスコミ等を通じて情報提供等を行う。 

 

（２）その他 

被災地支援のための救援物資、義援金等の募集及び取扱い等は、本市

が被災した場合の応急対策に準じて行う。 

 

 

 

 

 

 

 

(略) 

８ 法令又は個別計画に基づく応援派遣 

関係法令又は個別計画に基づく応援派遣については、それぞれの法令又

は個別計画に基づいて行う。 

(略) 

（１）救援物資の輸送 

危機管理局は、被災自治体から食料・飲料水、生活必需物資、災害用資

機材等が不足し、支援の要請があった場合、物資の品目、量、担当者の

連絡先、納入先、輸送の行程など、支援に必要となる基本情報を収集

し、本市の備蓄物資から提供可能なものを財政局と連携して被災地に輸

送する。 

（２）義援金等の取扱い 

健康福祉局及び関係各局は被災者の生活再建に役立てるため、関係団体

と連携し、義援金等の募集を実施する。また、関係機関と連携し、災害ボ

ランティアについてホームページ等で周知を行う。 

（３）広域避難者の受入れ、生活支援 

関係各局は、本市への広域避難者があった場合、避難所の開設や市営住

宅の提供など被災者の生活の場の確保に努める。 

（４）災害廃棄物の受入れ 

環境経済局は、災害廃棄物の受入れ要請を受けた場合、相模原市一般

廃棄物処理基本計画に基づき対応を検討する。 

(略) 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

風-43 第２節 風水害警戒本部体制における活動  

（略） 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市 担

当 

本 部 事 務 局 

★ 

防御活動（情報収集、資材・

雨水排水施設の点検、警戒

地域・河川・崖地の巡回、警

戒地域関係者等との連携、

現場での防御活動等）に関

すること。 

区 本 部 

都 市 建 設 局 （ 土 木 部 ） 

消 防 局 

消 防 団 

関 係 各 課 

(略) (略) (略) (略) 

（略） 

第２節 風水害警戒本部体制における活動  

（略） 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市 担

当 

本 部 事 務 局 

★ 

防御活動（情報収集、資材・

雨水排水施設等の点検、警戒

地域・河川・崖地の巡回、警

戒地域関係者等との連携、現

場での防御活動等）に関する

こと。 

区 本 部 

都市建設局（土木部） 

消 防 局 

消 防 団 

関 係 各 課 

( 略 ) (略) (略) (略) 

（略） 
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第３章 消火・避難誘導対策 

頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

風-49 

 

第２節 避難誘導対策 

(略) 

第２節 避難誘導対策 

(略) 

風-54 ８ 広域避難 

本部長は、市域に大規模な災害が発生するおそれがあることを理由に避

難指示を発令した場合において、避難先である風水害時避難場所を確保す

ることが困難であり、かつ、要避難者の生命又は身体を災害から保護する

ために、当該要避難者を広域避難させる必要があると認めるときは、近隣

市町村と広域避難に係る協議を行う。 

なお、他自治体から本市に対し要避難者の受入れについて要請があった

場合においても、同様に協議を行う。 

(略) 

８ 広域避難 

  本部長は、市域に大規模な災害が発生するおそれがある場合において、

避難先である風水害時避難場所を確保することが困難であり、かつ、要避

難者の生命又は身体を災害から保護するために、当該要避難者を広域避難

させる必要があると認めるときは、近隣市町村と広域避難に係る協議を行

う。 

なお、他自治体から本市に対し要避難者の受入れについて要請があった

場合においても、同様に協議を行う。 

(略) 

風-55 （２）広域避難の受入れ 

 ア 他市町村から要避難者の受入要請があった場合 

    本部事務局は、他市町村又は県から要避難者の受入れについて協議

の求めを受けた場合は、次の理由に該当しない限り、要避難者を受け

入れるものとし、要避難者を受け入れるための施設を提供する。 

 

(略) 

（２）広域避難の受入れ 

 ア 他市町村から要避難者の受入要請があった場合 

本部事務局は、他市町村又は県から要避難者の受入れについて協議

を受けた場合は、要避難者として受け入れるものとし、要避難者を受

け入れるための施設を提供する。ただし、次の理由に該当する場合を

除く。 

(略) 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

風-58 第３節 帰宅困難者対策 

（略） 

３ 安全確保と情報提供 

東日本旅客鉄道（株）、小田急電鉄（株）、京王電鉄（株）、神奈川中

央交通（株）、京王バス（株）、富士急バス（株）及び大型店舗等の管理

者は、災害が発生又は発生するおそれがあるときは、利用者等を適切な場

所に誘導し、安全を確保する。 

また、駅前混乱の防止のため、一時滞在施設の情報や帰宅に必要な災害

時帰宅支援ステーション（コンビニエンスストア、ガソリンスタンド等）

の情報、交通情報等を提供する。 

本部事務局及び市長公室は、関係各局及び関係機関と連携し、事業所等

に、公共交通機関の運行情報、長期間の運行停止時における施設内での従

業員等の待機要請及び一時滞在施設の開設状況等を、各駅にデジタル地域

防災無線で連絡するほか、防災行政用同報無線（ひばり放送）及び防災メ

ール等を利用して広報する。 

（略） 

第３節 帰宅困難者対策 

（略） 

３ 安全確保と情報提供 

東日本旅客鉄道（株）、小田急電鉄（株）、京王電鉄（株）、神奈川中央

交通（株）、京王バス（株）、富士急バス（株）及び大型店舗等の管理者は、

災害が発生又は発生するおそれがあるときは、利用者等を適切な場所に誘導

し、安全を確保する。 

また、駅前混乱の防止のため、一時滞在施設の情報や帰宅に必要な災害時

帰宅支援ステーション（コンビニエンスストア、ガソリンスタンド等）の情

報、交通情報等を提供する。 

本部事務局及び市長公室は、関係各局及び関係機関と連携し、事業所等に、

公共交通機関の運行情報、長期間の運行停止時における施設内での従業員等

の待機要請及び一時滞在施設の開設状況等を、各駅に市が派遣する職員が伝

令するほか、防災行政用同報無線（ひばり放送）、防災メール等を利用して

広報する。 

（略） 
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第４章 救出・救助・保健医療救護対策 

頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

風-63 

 

第３節 保健医療救護対策 

(略) 

第３節 保健医療救護対策 

(略) 

風-65 ７ 情報連絡体制 

 市災害時 

保健医療

調整本部 

救護所等 
後方 

医療機関 

県保健医療

調整本部 

(略) (略) (略) (略) (略) 

デジタル地域防災

無線 
○ ○  

 

災害用スマートフ

ォン 
○ ○  

 

(略) (略) (略) (略) (略) 

(略) 

７ 情報連絡体制 

 市災害時 

保健医療

調整本部 

救護所等 
後方 

医療機関 

県保健医療

調整本部 

(略) (略) (略) (略) (略) 

 

災害対応用スマー

トフォン 
○ ○ 

 

 

 

(略) (略) (略) (略) (略) 

(略) 
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第５章 緊急輸送・交通・警備 

頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

風-67 

 

第１節 道路啓開及び障害物除去対策 

 (略) 

３ 道路啓開 

(略) 

第１節 道路啓開及び障害物除去対策 

 (略) 

３ 道路啓開 

(略) 

風-68 （２）道路啓開の実施 

(略) 

イ 実施内容 

（ア）応急復旧 

都市建設局及び各道路管理者は、復旧に先立ち、道路及び橋りょ

う等の施設の被害状況の把握を行い、緊急車両の走行に支障のない

程度に舗装破損箇所の応急復旧を行う。 

（イ）障害物の除去 

原則として二車線の車両通行帯が確保できるよう道路上の障害

物等を除去する。 

(略) 

（２）道路啓開の実施 

(略) 

イ 実施内容 

（ア）応急復旧 

都市建設局及び各道路管理者は、復旧に先立ち、道路及び橋りょ

う等の施設の被害状況の把握を行い、緊急車両の走行に支障のない

程度に被災箇所の応急復旧を行う。 

（イ）障害物の除去 

一車線以上の車両通行帯が確保できるよう道路上の障害物等を除

去する。 

(略) 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

風-73 

 

 

 

第３節 交通対策 

(略) 

３ 被災地への流入抑制及び交通規制の実施 

(略) 

第３節 交通対策 

(略) 

３ 被災地への流入抑制及び交通規制の実施 

(略) 

風-74 （３）その他 

道路管理者は、「緊急輸送道路管理マニュアル」に基づき、通行規制や

応急啓開等必要な対策の実施について、県警察、交通機関への連絡調整

を行う。 

(略) 

（３）その他 

道路管理者は、「神奈川県緊急輸送道路管理マニュアル」に基づき、

通行規制や応急啓開等必要な対策の実施について、県警察、交通機関へ

の連絡調整を行う。 

(略) 
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第７章 避難所等の運営 

頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

風-78 (略) 

３ 避難所等の運営体制 

(略) 

(略) 

３ 避難所等の運営体制 

(略) 

風-79 ＜避難所運営協議会の主な役割＞ 

平常時 災害時 

○ 避難所運営方法の検討 

○ 生活ルール、避難所内の空間

配置図、レイアウト図等の作

成 

○ 検討及びルールに基づいた訓

練の実施 

○ 円滑な避難所運営 

○ 生活ルール、避難所内の配置、

レイアウト等の調整 

○ 様々な組織との連絡調整 

４ 避難所等の開設 

(略) 

（４）避難所等開設の広報 

(略) 

＜避難所運営協議会の主な役割＞ 

平常時 災害時 

○ 避難所運営方法の検討 

○ 生活ルール、避難所内の空間配

置図、レイアウト図等の作成 

○ 検討及びルールに基づいた訓練

の実施 

○ 施設の安全確認 

○ 円滑な避難所運営 

○ 様々な組織との連絡調整 

４ 避難所等の開設 

(略) 

（４）避難所等開設の広報 

(略) 

風-80 イ 防災関係機関への連絡 

本部事務局は、県、警察署及び必要に応じて自衛隊、その他の防災関

係機関に避難所等の開設を連絡する。 

 

(略) 

６ 避難所等の運営に関する視点 

(略) 

イ 防災関係機関への連絡 

   本部事務局は、県、警察署及び必要に応じて自衛隊、その他の防災関係

機関に避難所等の開設を連絡する。また、指定避難所については当該避

難所に付与された全国共通避難所・避難場所ＩＤを県に連絡する。 

(略) 

６ 避難所等の運営に関する視点 

(略) 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

風-81 （２）避難所の運営に関する視点 

ア 避難所担当職員及び避難所運営協議会の運営に当たっては、女性の

参画に努める。 

(略) 

 

 

  カ 避難所担当職員及び校長等は、避難所運営協議会の運営の助言・支

援に当たる。 

なお、避難所担当職員は、区本部内で動員及び配置等の調整を行い、

区本部内でも不足する場合は、総務局が全庁的に避難所担当職員を確

保する。 

キ 避難生活の長期化に伴い、セクハラ、高齢者や児童等への虐待等が

懸念されるため、状況把握及び相談体制（男女別の相談員）の確保に

努める。 

ク 健康福祉局が実施する避難所の巡回医療（被災者の健康管理、診療、

保健指導、メンタルケア等）や、防疫のための保健師の巡回等による

避難所の衛生指導等に協力する。 

ケ 食料の提供に当たっては、栄養バランスのとれた温かい食事等の提

供に努め、食物アレルギーのある避難者に配慮し、原材料表示や献立

表の掲示等を行う。 

コ 防火・防犯のため、避難者への出火防止措置の指導、巡回警備等を

行う。 

  サ ペット同行避難者に対しては、ペット用の食料、水、ペットシーツ、

ケージ等の避難・備蓄用品を持参し、避難する等の指導を行う。また、

ペット区画について、動物アレルギーの方等に配慮し、避難者の居住

区画とは離れた場所に設置し、ペットは必ずケージに入れるか、リー

ドによりつなぎとめて飼育するよう指導する。 

シ 感染症拡大防止のため、手洗い・うがい・換気のほか、トイレ・床・

手すり等の清掃の励行に努める。 

（２）避難所の運営に関する視点 

 ア 避難所担当職員及び避難所運営協議会の運営に当たっては、女性や

子育て家庭の参画に努める。 

(略) 

 カ キッズスペースや学習スペースの設置など、こども・若者の居場所

を確保に努める。 

キ 避難所担当職員及び校長等は、避難所運営協議会の運営の助言・支

援に当たる。 

なお、避難所担当職員は、区本部内で動員及び配置等の調整を行い、

区本部内でも不足する場合は、総務局が全庁的に避難所担当職員を確

保する。 

 ク 避難生活の長期化に伴い、セクハラ、高齢者や児童等への虐待等が

懸念されるため、状況把握及び相談体制（男女別の相談員）の確保に努

める。 

 ケ 健康福祉局が実施する避難所の巡回医療（被災者の健康管理、診療、

保健指導、メンタルケア等）や、防疫のための保健師の巡回等による避

難所の衛生指導等に協力する。 

 コ 食料の提供に当たっては、食物アレルギーのある避難者に配慮し、

原材料表示や献立表の掲示等を行う。 

 

 サ 防火・防犯のため、避難者への出火防止措置の指導、巡回警備等を行

う。 

 シ ペット同行避難者に対しては、ペット用の食料、水、ペットシーツ、

ケージ等の避難・備蓄用品を持参し、避難する等の指導を行う。また、

ペット区画について、動物アレルギーの方等に配慮し、避難者の居住

区画とは離れた場所に設置し、ペットは必ずケージに入れるか、リー

ドによりつなぎとめて飼育するよう指導する。 

 ス 感染症拡大防止のため、手洗い・うがい・換気のほか、トイレ・床・

手すり等の清掃の励行に努める。 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

 ス 避難者の定期的な体温測定など体調管理に努める。 

セ 体調不良者は専用スペースへ誘導するなど、感染症拡大防止策を講

じる。 

ソ 障害のある方、慢性疾患・アレルギー等の個人的な事情を抱えた方、

乳幼児や性的少数者等に可能な限り配慮し、性別や年齢などにとらわ

れない多様な視点に基づく運営を行う。 

タ 様々な性自認や性的指向があることを踏まえ、本人が公にしていな

い性自認等を他人に暴露することがないよう配慮を行うとともに、男

女のみの性を前提としない多様な視点を持つ。 

チ 良好な生活環境の確保のため、必要に応じて専門性を有したＮＰＯ

等の外部支援者と情報交換を行う。 

(略) 

 セ 避難者の定期的な体温測定など体調管理に努める。 

 ソ 体調不良者は専用スペースへ誘導するなど、感染症拡大防止策を講

じる。 

 タ 障害のある方、慢性疾患・アレルギー等の個人的な事情を抱えた方、

乳幼児や性的少数者等に可能な限り配慮し、性別や年齢などにとらわ

れない多様な視点に基づく運営を行う。 

 チ 様々な性自認や性的指向があることを踏まえ、本人が公にしていな

い性自認等を他人に暴露することがないよう配慮を行うとともに、男

女のみの性を前提としない多様な視点を持つ。 

 ツ 良好な生活環境の確保のため、必要に応じて専門性を有したＮＰＯ

等の外部支援者と情報交換を行う。 

(略) 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

風-82 (略) 

９ 避難所以外の被災者への対応 

（１）在宅避難者への対応 

在宅避難者とは、被災者の中で「避難所に居場所を確保できず、やむ

を得ず被災した自宅に戻って避難生活を送っている者」又は「ライフラ

イン等が途絶した中で自宅で不自由な生活を送っている者」を指すが、

在宅避難者の中で支援が必要な人は、避難所にて在宅避難者名簿に登録

を行う。 

市は、防災行政用同報無線（ひばり放送）等を活用し、支援が必要な

在宅避難者に対して、避難所での在宅避難者名簿の登録を行うように広

報を実施する。 

登録者には、必要な生活関連物資の配布など、生活環境の整備に必要

な措置を講ずるよう努め、以下の対応を行う。 

ア 避難所運営協議会は自治会等と連携して、在宅避難者名簿の情報か

ら、在宅避難者の所在等を確認し、避難所担当職員は現地対策班にそ

の情報を報告する。 

(略) 

（２）車中泊等の避難所外避難者への対応 

車中泊避難は、避難者数等の実態把握が困難であり、またエコノミー

クラス症候群等の発症による健康被害のおそれがあることから、避難所

への避難を誘導するが、やむを得ず車中泊を選ぶ避難者については、支

援が必要な在宅避難者と同様に、防災行政用同報無線（ひばり放送）等

を活用し、避難所での在宅避難者名簿の登録を行うように広報を実施す

る。 

 

(略) 

９ 避難所以外の被災者への対応 

（１）在宅避難者への対応 

在宅避難者とは、被災者の中で「避難所に居場所を確保できず、やむを

得ず被災した自宅に戻って避難生活を送っている者」又は「ライフライ

ン等が途絶した中で自宅で不自由な生活を送っている者」を指すが、在

宅避難者の中で支援が必要な人は、避難所にて在宅避難者・車中泊者名

簿に登録を行う。 

市は、防災行政用同報無線（ひばり放送）等を活用し、支援が必要な在

宅避難者に対して、避難所での在宅避難者・車中泊者名簿の登録を行う

ように広報を実施する。 

登録者には、必要な生活関連物資の配布など、生活環境の整備に必要

な措置を講ずるよう努め、以下の対応を行う。 

ア 避難所運営協議会は自治会等と連携して、在宅避難者・車中泊者名

簿の情報から、在宅避難者の所在等を確認し、避難所担当職員は現地

対策班にその情報を報告する。 

(略) 

（２）車中泊等の避難所外避難者への対応 

車中泊避難は、避難者数等の実態把握が困難であり、またエコノミー

クラス症候群等の発症による健康被害のおそれがあることから、避難所

への避難を誘導するが、やむを得ず車中泊を選ぶ避難者については、支

援が必要な在宅避難者と同様に、防災行政用同報無線（ひばり放送）等を

活用し、避難所での在宅避難者・車中泊者名簿の登録を行うように広報

を実施する。 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

 在宅避難者名簿の登録者には、必要な生活関連物資の配布など、生活

環境の整備に必要な措置を講ずるよう努め、上記「（１）在宅避難者への

対応」のアからエを行う。 

   また、関係各局及び避難所運営協議会は、車中泊等の避難所外避難  

者に対し、エコノミークラス症候群の健康管理に係る注意喚起を行う。 

(略) 

在宅避難者・車中泊者名簿の登録者には、必要な生活関連物資の配布

など、生活環境の整備に必要な措置を講ずるよう努め、上記「（１）在宅

避難者への対応」のアからエまでを行う。 

また、関係各局及び避難所運営協議会は、車中泊等の避難所外避難者

に対し、エコノミークラス症候群の健康管理に係る注意喚起を行う。 

(略) 
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第８章 被災生活支援 

頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

風-84 

 

 

 

第１節 応急給水対策 

(略) 

４ 災害時の応急給水 

(略) 

第１節 応急給水対策 

(略) 

４ 災害時の応急給水 

(略) 

風-83 （５）消火栓を利用した応急給水 

神奈川県企業庁と消火栓からの応急給水について調整する。 

(略) 

（５）消火栓等を利用した応急給水 

神奈川県企業庁と消火栓等からの応急給水について調整する。 

(略) 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

風-87 

 

 

 

第２節 食料供給対策 

(略) 

４ 食料品の応急供給 

(略) 

第２節 食料供給対策 

(略) 

４ 食料品の応急供給 

(略) 

風-88 （２）供給する食料等 

ア 食料の品目 

備蓄から供給する食料はアルファ化米、長期備蓄食料、ビスケッ

トなど、また、調達して供給する食料は、パン、弁当、米飯等とす

る。 

（２）供給する食料等 

ア 食料の品目 

備蓄から供給する食料はアルファ化米、ビスケット等、また、調達

して供給する食料は、パン、弁当、米飯等とする。 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

風-90 

 

第３節 生活必需物資供給対策 

(略) 

第３節 生活必需物資供給対策 

(略) 

風-91 

 

(略) 

８ 救援物資の集積・配送 

(略) 

(略) 

８ 救援物資の集積・配送 

(略) 

風-92 ＜救援物資受入拠点の主な役割＞ 

拠点名 主な役割 

(略) (略) 

市体育館 
○救援物資、義援品の保管

（補助） 

(略) 

＜救援物資受入拠点の主な役割＞ 

拠点名 主な役割 

(略) (略) 

〔削除〕 〔削除〕 

(略) 
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第１０章 清掃対策 

頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

風-97 (略) 

◆ 資料編参照 

(略) 

※２０－４ 地震等大規模災害時における災害廃棄物の処理等に関す

る協定書 

（（公社）神奈川県産業廃棄物協会） 

(略) 

(略) 

◆ 資料編参照 

(略) 

※２０－４ 地震等大規模災害時における災害廃棄物の処理等に関する

協定書 

（（公社）神奈川県産業資源循環協会） 

(略) 
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第１２章 応急住宅対策 

頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

風-102  

 

(略) 

５ 公営住宅等の一時提供 

都市建設局は、次のように公営住宅等の一時提供を行う。 

（１）公営住宅等の一時提供 

ア 市営住宅の空き家等を確保し、一時入居を受け入れる。 

イ 県、県住宅供給公社、他の地方公共団体等の協力を得て、広域的に

住宅を確保し、一時入居を受け入れる。 

ウ 供与期間は、原則６か月とする。 

（２）民間住宅の確保とあっせん 

 一時住宅の確保については、応急仮設住宅の建設、住宅の応急修理

及び公営住宅等の確保と一時提供によるほか、民間住宅や事業者の社

宅等の情報を提供するなど、民間住宅の確保とあっせんを行う。 

(略) 

(略) 

５ 公営住宅等の一時提供 

都市建設局は、次のように公営住宅等の一時提供を行う。 

 

（１）市営住宅の空き家等を確保し、一時入居を受け入れる。 

（２）県、県住宅供給公社、他の地方公共団体等の協力を得て、広域的に住宅

を確保し、一時入居を受け入れる。 

（３）供与期間は、原則６か月とする。 

 

 

 

 

(略) 

 ６ 住宅の応急修理 

災害救助法が適用された場合、財政局及び都市建設局は、国や県等と連

携を図り、次のように行う。 

（１）住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理 

(略) 

  イ 規模・費用・方法 

    住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理が必要な部分に対

し、合成樹脂シート、ロープ、土のう等を用いて行うものとし、費用

は、原則として災害救助法による救助の程度、方法及び期間を定める

規程第７条第１号に基づく実費弁償の限度額以内とする。 

(略) 

６ 住宅の応急修理 

災害救助法が適用された場合、財政局及び都市建設局は、国や県等と連

携を図り、次のように行う。 

（１）住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理 

(略) 

  イ 規模・費用・方法 

    住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理が必要な部分に対

し、合成樹脂シート、ロープ、土のう等を用いて行うものとし、費用

は、原則として災害救助法による救助の程度、方法及び期間を定める

規程第８条第１号に基づく実費弁償の限度額以内とする。 

(略) 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

風-103  

 

 

 

 

 

 

 

（２）日常生活に必要な最小限度の部分の修理 

(略) 

イ 規模・費用・方法 

居室、炊事場及び便所等日常生活に欠くことのできない部分に対し

現物をもって行うものとし、費用は、原則として災害救助法による救

助の程度、方法及び期間を定める規程第７条第２号に基づく実費弁償

の限度額以内とする。 

(略) 

（２）日常生活に必要な最小限度の部分の修理 

(略) 

イ 規模・費用・方法 

居室、炊事場及び便所等日常生活に欠くことのできない部分に対し

現物をもって行うものとし、費用は、原則として災害救助法による救

助の程度、方法及び期間を定める規程第８条第２号に基づく実費弁償

の限度額以内とする。 

(略) 
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第１５章 都市機能等応急対策 

頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

風-108  

 

第１節 電気施設の応急対策 

(略) 

３ 災害対策態勢 

 災害が発生したとき東京電力パワーグリッド（株）は、次に掲げる非

常態勢を編成し、非常災害対策活動等を行う。 

 非常態勢が発令された場合は災害対策支部が設置され、非常災害対策

活動に関する一切の業務は対策支部の下で行う。 

（１）非常態勢の発令基準 

   非常態勢の発令基準は、次のとおりとする。 

第１節 電気施設の応急対策 

(略) 

３ 災害対策態勢 

 災害が発生したとき東京電力パワーグリッド（株）は、次に掲げる非常

態勢を編成し、非常災害対策活動等を行う。 

 非常態勢が発令された場合は災害対策支部が設置され、非常災害対策活

動に関する一切の業務は対策支部の下で行う。 

（１）非常態勢の発令基準 

   非常態勢の発令基準は、次のとおりとする。 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

 区 分 情  勢 発令

者 

第１非常

態勢 

・災害が発生した場合 

・災害の発生が予想される場合 

・電力制御システムへのサイバー攻撃により

システムに異常が発生した場合 

・サイバー攻撃による停電が発生したと想定

された場合 

 

 

 

支 社

長 第２非常

態勢 

・大規模な災害が発生した場合 

・大規模な災害の発生が予想される場合 

・電気事故及びサイバー攻撃による突発的な

広範囲停電が発生した場合 

・東海地震注意情報が発せられた場合 

・南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が

発表された場合 

第３非常

態勢 

・大規模な災害が発生し、停電復旧に長期化が

予想される場合 

・電力供給区域又は事業所のある都・県内で震

度６弱以上の地震が発生した場合 

・警戒宣言が発せられた場合 

・南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が

発表された場合 

(略) 

区 分 情  勢 発令

者 

第 １ 非常

態勢 

・災害の発生が予想される場合 

・災害が発生した場合 

・電力制御システムへのサイバー攻撃により

システムに異常が発生した場合 

・サイバー攻撃による停電が発生したと想定

された場合 

・南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が

発表された場合 

・警戒宣言が発せられた場合 

支 社

長 第 ２ 非常

態勢 

・大規模な災害が発生した場合 

・大規模な災害の発生が予想される場合 

・電気事故及びサイバー攻撃による突発的な

広範囲停電が発生した場合 

 

 

 

第 ３ 非常

態勢 

・大規模な災害が発生し、停電復旧に長期化が

予想される場合 

・電力供給区域又は事業所のある都・県内で震

度６弱以上の地震が発生した場合 

 

 

 

(略) 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

風-109 ５ 市及び関係機関との情報連絡 

(略) 

（２）地域防災無線を活用し、市災害対策本部と連絡を図る。必要に応じて、

連絡要員を市災害対策本部に派遣する。 

(略) 

５ 市及び関係機関との情報連絡 

(略) 

（２）衛星電話、神奈川県防災行政通信網等を活用し、市災害対策本部と連絡

を図る。必要に応じて、連絡要員を市災害対策本部に派遣する。 

(略) 

 ８ 復旧対策 

(略) 

（２）関係機関との調整 

(略) 

８ 復旧対策 

(略) 

（２）関係機関との調整 

(略) 

風-110 イ 財政局は、停電の復旧に当たり、土砂崩落や倒木等の障害物により

道路寸断等の情報を得た場合、関係機関との連携の下、停電の範囲な

ど、道路啓開の優先度を判断するために必要な情報を収集し、災害対

策本部に報告する。 

災害対策本部は、都市建設局（土木部）や関係部署と協議し、道路

啓開の優先順位を決定する。 

また、道路啓開に当たり、自衛隊等の協力が必要な場合には、県知

事に自衛隊の災害派遣要請を要求する。 

(略) 

◆ 資料編参照 

(略) 

※１５－１６ 大規模災害発生時における占用許可物件の応急復旧等

に関する覚書 

（東京電力（株）相模原支社、東日本電信電話(株)東京事

業部、東京ガス(株)湘南導管ネットワークセンター） 

イ 財政局は、停電の復旧に当たり、土砂崩落や倒木等の障害物により

道路寸断等の情報を得た場合、関係機関との連携の下、停電の範囲な

ど、道路啓開の優先度を判断するために必要な情報を収集し、災害対

策本部に報告する。 

災害対策本部は、都市建設局（土木部）や関係部署と協議し、道路啓

開の優先順位を決定する。 

また、道路啓開に当たり、自衛隊等の協力が必要な場合には、県知事

に自衛隊の災害派遣要請を要求する。 

(略) 

◆ 資料編参照 

(略) 

※１５－１６ 大規模災害発生時における占用許可物件の応急復旧等に

関する覚書 

（東京電力パワーグリッド（株）相模原支社、ＮＴＴ東日本

（株）東京事業部、東京ガス(株)湘南導管ネットワークセ

ンター） 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

風-111 第２節 都市ガス施設の応急対策 

(略) 

３ 活動体制 

（１）非常体制の確立 

 災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合（以下「非常事態」

という。）に対処するための非常体制の区分は次による。 

体制区分 適用条件 

(略) (略) 

第一次非常体

制 

１ 震度５強の地震が発生した場合、その他必要な場合 

２ 地震以外の自然災害により、社会的な影響が大きい

と考えられる重大な供給支障が発生、又は予測される

場合 

 

 

 

３ 地震警戒宣言等(東海地震予知情報、南海トラフ地

震臨時情報、北海道・三陸沖後発地震注意情報)が発

表された場合 

 

 

 
 

第２節 都市ガス施設の応急対策 

(略) 

３ 活動体制 

（１）非常体制の確立 

 災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合（以下「非常事態」

という。）に対処するための非常体制の区分は次による。 

体制区分 適用条件 

(略) (略) 

第一次非常体

制 

１ 震度５強の地震が発生した場合、その他必要な場合 

２ 地震以外の自然災害により、社会的な影響が大きいと

考えられる重大な供給支障が発生し、又は予測される場

合 

３ 自然災害以外の理由により、社会的な影響が大きいと

考えられる重大な供給支障等の事故が発生し、又は予想

される場合 

４ 地震警戒宣言等(東海地震予知情報又は南海トラフ地

震臨時情報（巨大地震警戒））が発表された場合 

 

５ 東京ガスネットワーク（株）の事業運営に大きな影響

を及ぼす非常事態が発生した場合又は発生が予測され

る場合 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

 

第二次非常体

制 

１ 震度６弱以上の地震が発生した場合 

２ 震度５弱・５強の地震が発生し、中圧又は低圧ブロ

ックを供給停止した場合 

３ 地震以外の自然災害により、社会的な影響が極めて

大きいと考えられる重大な供給支障が発生、又は予測

される場合 

 

 

 

 

 

 

(略) 

第二次非常体

制 

１ 震度６弱以上の地震が発生した場合 

２ 震度５弱・５強の地震が発生し、中圧又は低圧ブロ

ックを供給停止した場合 

３ 地震以外の自然災害により、社会的な影響が極めて大

きいと考えられる重大な供給支障等の事故が発生し、又

は予測される場合 

４ 自然災害以外の理由により，社会的な影響が極めて大

きいと考えられる重大な供給支障等の事故が発生し、又

は予想される場合 

５ 東京ガスネットワーク（株）の事業運営に極めて大き

な影響を及ぼす非常事態が発生した場合又は発生が予

測される場合 

(略) 

風-113 ◆ 資料編参照 

(略) 

※１５－１６ 大規模災害発生時における占用許可物件の応急復旧等

に関する覚書 

（東京電力（株）相模原支社、東日本電信電話(株)東京

事業部、東京ガス(株)湘南導管ネットワークセンター） 

 

(略) 

◆ 資料編参照 

(略) 

※１５－１６ 大規模災害発生時における占用許可物件の応急復旧等に

関する覚書 

（東京電力パワーグリッド（株）相模原支社、ＮＴＴ東日

本（株）東京事業部、東京ガス(株)湘南導管ネットワーク

センター） 

(略) 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

風-118 第６節 電話施設の応急対策 

 

東日本電信電話（株）は、大規模な災害の発生に際して、おおむね次の

応急対策を実施することとしている。 

市は、情報通信に関する情報収集等の連絡調整を行う。 

 

１ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

(略) (略) (略) (略) 

関 係 

機 関 
東 日 本 電 信 電 話 （株） － 

電話施設の応急対策に関

すること。 

(略) 

第６節 電話施設の応急対策 

 

ＮＴＴ東日本（株）は、大規模な災害の発生に際して、おおむね次の応急

対策を実施することとしている。 

市は、情報通信に関する情報収集等の連絡調整を行う。 

 

１ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

(略) (略) (略) (略) 

関 係 

機 関 
Ｎ Ｔ Ｔ 東 日 本 （ 株 ） － 

電話施設の応急対策に関す

ること。 

(略) 

風-120 ◆ 資料編参照 

※１５－１６ 大規模災害発生時における占用許可物件の応急復旧等に

関する覚書 

（東京電力(株)相模原支社、東日本電信電話(株)東京事

業部、東京ガス(株)湘南導管ネットワークセンター） 

 

(略) 

◆ 資料編参照 

※１５－１６ 大規模災害発生時における占用許可物件の応急復旧等に

関する覚書 

（東京電力パワーグリッド(株)相模原支社、ＮＴＴ東日

本（株）東京事業部、東京ガス(株)湘南導管ネットワーク

センター） 

(略) 

 

  



相模原市地域防災計画（風水害等対策計画編 第１款 風水害応急対策） 新旧対照表 

131 
 

頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

風-121 第７節 東日本旅客鉄道（株）の応急対策 

(略) 

２ 災害時の活動体制 

(略) 

（１）組織体制 

イ 市との連携、調整 

（ア）災害発生時には、帰宅困難者対策等（第３章「第３節 帰宅困難

者対策」風－５７参照）について、市との連携を強化するとともに

的確な対応を図る。 

(略) 

（２）情報連絡体制 

ウ 市、防災関係機関との連絡 

（ア）市及び防災関係機関との連絡は、一般電話回線、衛星電話、防災

無線等を用いて、交通の停止又は途絶が解消されるまで状況を速や

かに相互に連絡し、情報の共有に努め、また、通信が途絶した場合

等は、連絡要員を市災害対策本部に派遣する。 

(略) 

第７節 東日本旅客鉄道（株）の応急対策 

(略) 

２ 災害時の活動体制 

(略) 

（１）組織体制 

イ 市との連携、調整 

（ア）災害発生時には、帰宅困難者対策等（第３章「第３節 帰宅困難者

対策」風－５８参照）について、市との連携を強化するとともに的確

な対応を図る。 

(略) 

（２）情報連絡体制 

ウ 市、防災関係機関との連絡 

（ア）市及び防災関係機関との連絡は、一般電話回線、衛星電話等を用い

て、交通の停止又は途絶が解消されるまで状況を速やかに相互に連

絡し、情報の共有に努め、また、通信が途絶した場合等は、連絡要員

を市災害対策本部に派遣する。 

(略) 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

風-124 第８節 小田急電鉄（株）の応急対策 

(略) 

２ 災害時の活動体制 

(略) 

（２）情報連絡体制 

(略) 

ウ 市、防災関係機関 

（ア）市、防災関係機関との連絡は、一般電話回線、衛星電話、携帯電

話、防災無線等を用いて、交通の停止又は途絶が解消されるまで状

況を速やかに相互に連絡し、情報の共有に努める。 

（イ）市災害対策本部との連絡は、地域防災無線を活用する。また、通

信が途絶した場合等は、連絡要員を市災害対策本部に派遣する。 

 

(略) 

第８節 小田急電鉄（株）の応急対策 

(略) 

２ 災害時の活動体制 

(略) 

（２）情報連絡体制 

(略) 

ウ 市、防災関係機関 

（ア）市、防災関係機関との連絡は、一般電話回線、衛星電話、携帯電話

等を用いて、交通の停止又は途絶が解消されるまで状況を速やかに

相互に連絡し、情報の共有に努める。 

（イ）市災害対策本部との通信が途絶した場合等は、連絡要員を市災害

対策本部に派遣する。 

 

(略) 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

風-126 第９節 京王電鉄（株）の応急対策 

(略) 

２ 災害時の活動体制 

(略) 

（２）情報連絡体制 

(略) 

ウ 市、防災関係機関 

（ア）市、防災関係機関との連絡は、一般電話回線、衛星電話、携帯電

話、防災無線等を用いて、交通の停止又は途絶が解消されるまで状

況を速やかに相互に連絡し、情報の共有に努める。 

（イ）市災害対策本部との連絡は、地域防災無線を活用する。また、通

信が途絶した場合等は、連絡要員を市災害対策本部に派遣する。 

(略) 

第９節 京王電鉄（株）の応急対策 

(略) 

２ 災害時の活動体制 

(略) 

（２）情報連絡体制 

(略) 

ウ 市、防災関係機関 

（ア）市、防災関係機関との連絡は、一般電話回線、衛星電話、携帯電話

等を用いて、交通の停止又は途絶が解消されるまで状況を速やかに

相互に連絡し、情報の共有に努める。 

（イ）市災害対策本部との通信が途絶した場合等は、連絡要員を市災害

対策本部に派遣する。 

 

(略) 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

風-128 第１０節 神奈川中央交通（株）の応急対策 

(略) 

３ 情報連絡体制 

市及び防災関係機関との連絡は、デジタル地域防災無線、一般電話回線

を用いる。 

また、通信が途絶した場合等は市災害対策本部に、緊急の場合は最寄り

の消防署等へ、伝令を派遣する。 

(略) 

第１０節 神奈川中央交通（株）の応急対策 

(略) 

３ 情報連絡体制 

市及び防災関係機関との連絡は、一般電話回線等を用いる。 

また、通信が途絶した場合等は市災害対策本部に、緊急の場合は最寄り

の消防署等へ、伝令を派遣する。 

 

(略) 
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第１６章 文教・保育対策 

頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

風-130 

 

 

第１節 文教対策 

(略) 

４ 災害対応 

(略) 

第１節 文教対策 

(略) 

４ 災害対応 

(略) 

風-131 (略) 

（４）その他 

避難所となる学校における情報伝達手段として、デジタル地域防災無

線、災害時優先携帯電話を活用する。 

(略) 

(略) 

（４）その他 

避難所となる学校における情報伝達手段として、災害対応用スマート

フォン及びデジタル簡易無線（簡易無線が不通エリアは衛星携帯電話）

を活用する。 

(略) 
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第１８章 災害救助法 

頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

風-137 (略) 

５ 救助の種類 

(略) 

（２）災害が発生した段階の救助 

(略) 

 

カ 被災した住宅の応急修理 

キ 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与 

ク 学用品の給与 

ケ 埋葬 

コ 死体の捜索及び処理 

(略) 

５ 救助の種類 

(略) 

（２）災害が発生した段階の救助 

(略) 

カ 福祉サービスの提供 

キ 被災した住宅の応急修理 

ク 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与 

ケ 学用品の給与 

コ 埋葬 

サ 死体の捜索及び処理 

風-138 サ 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生

活に著しい支障を及ぼしているものの除去 

(略) 

シ 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生

活に著しい支障を及ぼしているものの除去 

(略) 
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第１章 総則 

頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

風-139 １ 背景 

これまで、富士山や箱根山など本市の周辺にある活火山が噴火した場合

に、本市に影響を与える火山現象として降灰が想定されていたが、令和３

年３月に、富士山火山防災対策協議会により１７年ぶりに富士山ハザード

マップが見直され、降灰を除く各火山現象における新たな影響想定範囲等

が公表された。 

これにより、本市に影響を及ぼす火山現象として新たに溶岩流の到達の

可能性が示されることとなり、令和３年５月３１日、本市は活動火山対策

特別措置法第３条に基づく「火山災害警戒地域」に指定され、併せて富士

山火山防災対策協議会に参画することとなった。 

 

 

(略) 

１ 背景 

これまで、富士山や箱根山など本市の周辺にある活火山が噴火した場合

に、本市に影響を与える火山現象として降灰が想定されていたが、令和３

年３月に、富士山火山防災対策協議会により１７年ぶりに富士山ハザード

マップが見直され、降灰を除く各火山現象における新たな影響想定範囲等

が公表された。 

これにより、本市に影響を及ぼす火山現象として新たに溶岩流の到達の

可能性が示されることとなり、令和３年５月３１日、本市は活動火山対策

特別措置法第３条に基づく「火山災害警戒地域」に指定され、併せて富士

山火山防災対策協議会に参画することとなった。 

また、令和７年３月には、内閣府により首都圏における広域降灰対策ガ

イドライン が示された。 

(略) 
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第２章 市災害対策本部活動 

頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

風-141 ４ 市災害対策本部の設置 

（１）市長は、富士山の噴火により市域に大規模な被害が発生し、若しくは

発生するおそれがあるとき、又は市の総力をあげて災害応急対策を実施

することが必要であると認めるときは、市災害対策本部を設置する。 

なお、市長は災害の規模、発生時期、その他の状況により必要と認め

られるときは、基準と異なる動員を発令することができる。 

設 置 基 準 

(1) 富士山に「噴火警戒レベル５(避難)」が発表されたとき。 

(2) 市域に、堆積厚３０cm 以上の降灰のおそれがあるとき。 

(3) その他市長が必要と認めたとき。 

(略) 

４ 市災害対策本部の設置 

（１）市長は、富士山の噴火により市域に大規模な被害が発生し、若しくは

発生するおそれがあるとき、又は市の総力をあげて災害応急対策を実施

することが必要であると認めるときは、市災害対策本部を設置する。 

なお、市長は災害の規模、発生時期、その他の状況により必要と認め

られるときは、基準と異なる動員を発令することができる。 

設 置 基 準 

(1) 富士山に「噴火警戒レベル５(避難)」が発表されたとき。 

(2) 市域に、降灰量３０ｃｍ以上のおそれがあるとき。 

(3) その他市長が必要と認めたとき。 

(略) 

風-145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 噴火警報等 

(略) 

３ 噴火警報等 

（１）噴火警報 

   噴火警報は、気象業務法第１３条の規定により、噴火に伴って、生命

に危険を及ぼす火山現象（大きな噴石、火砕流、融雪型火山泥流など、

発生から短時間で火口周辺や居住地域に到達し、避難までの時間的猶予

がほとんどない現象）の発生が予想される場合に、「警戒が必要な範囲

（生命に危険を及ぼす範囲）」を明示して発表される。 

 

（２）噴火予報 

   噴火予報は、気象業務法第１３条の規定により、火山活動が静穏であ

第２節 噴火警報等 

(略) 

３ 噴火警報等 

（１）噴火警報 

   噴火警報は、気象業務法第１３条の規定により、噴火に伴って、生命

に危険を及ぼす火山現象（大きな噴石、火砕流、融雪型火山泥流など、

発生から短時間で火口周辺や居住地域に到達し、避難までの時間的猶予

がほとんどない現象）の発生が予想される場合やその範囲の拡大が予想

される場合に、「警戒が必要な範囲（生命に危険を及ぼす範囲）」を明示

して発表される。 

（２）噴火予報 

   噴火予報は、気象業務法第１３条の規定により、火山活動が静穏であ



相模原市地域防災計画（風水害等対策計画編 第２款 火山災害応急対策） 新旧対照表 

139 
 

頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る場合や火山活動の状況が噴火警報に及ばないと予想される場合に発表

される。 

 

（３）火山の状況に関する解説情報 

   噴火警戒レベルの引上げ基準に現状達していないが、噴火警戒レベル

を引き上げる可能性があると判断した場合又は判断に迷う場合に「火山

の状況に関する解説情報（臨時）」が迅速に発表される。また、現時点で

は噴火警戒レベルを引き上げる可能性は低いが、火山活動に変化がみら

れるなど、火山活動の状況を伝える必要があると判断した場合には、「火

山の状況に関する解説情報」が適時発表される。 

 

(略) 

る場合、あるいは火山活動の状況が噴火警報に及ばない程度と予想され

る場合に発表される。 

 

（３）火山の状況に関する解説情報 

   噴火警戒レベルの引上げ基準に現状達していない場合、警戒が必要な

範囲を拡大する状況ではないが、今後の活動の推移によってはこれらの

可能性があると判断した場合又はその判断に迷う場合に「火山の状況に

関する解説情報（臨時）」が迅速に発表される。また、現時点では噴火警

戒レベルを引き上げ、又は警戒が必要な範囲を拡大する可能性は低いが、

火山活動に変化がみられるなど、火山活動の状況を伝える必要があると

判断した場合には、「火山の状況に関する解説情報」が適時発表される。 

(略) 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

風-146  
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頁 現 行（令和７年５月修正） 修正案 

 (注)・ここでいう噴石とは、主として風の影響を受けずに飛散する大きさの

ものとする。 

・ここでは、噴火の規模を噴出量により区分し、２～７億㎥を大規模噴火、

２千万～２億㎥を中規 模噴火、２百万～２千万㎥を小規模噴火とす

る。なお、富士山では火口周辺のみに影響を及ぼす程度のごく小規模な

噴火が発生する場所は現時点で特定されておらず、特定できるのは実際

に噴火活動が開始した後と考えられており、今後想定を検討する。 

・火口出現が想定される範囲とは、富士山火山防災マップ（富士山火山防

災協議会作成）で示された範囲を指す。 

(略) 

(※１)富士山では、噴火の発生が予想される火山活動活発化の過程において、

火口周辺のみに影響を及ぼす程度の噴火が発生する場所を予測するこ

とは困難であるため、火山活動活発化の過程でレベル２は発表しない。 

(※２)レベルの引上げ基準に達していないが、今後レベルを引き上げる可能

性があると判断した場合、「火山の状況に関する解説情報（臨時）」を

発表する。また、レベルを引き上げる可能性は低いが、火山活動に変

化がみられるなど、火山活動の状況を伝える必要があると判断した場

合、「火山の状況に関する解説情報」を発表する。 

 

(略) 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

風-148 第３節 災害情報の収集伝達 

１ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市担当 

(略) (略) (略) 

区 本 部 ★ 

区内の被害状況の取りまとめ及

び災害資料の作成、本部への報

告に関すること。 

財 政 局 

● 

罹災証明書（火災を除く。）の発行

に係る住家等及び市有建物の被害

調査に関すること。 
区 本 部 

(略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) 

(略) 

第３節 災害情報の収集伝達 

１ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市担当 

(略) (略) (略) 

区 本 部 ★ 

区内の被害状況の取りまとめ及

び災害資料の作成、本部への報

告に関すること。 

罹災証明書及び罹災届出証明書（火

災を除く。）の発行に関すること。 

財 政 局 ● 

市有建物の被害調査に関すること。 

罹災証明書（火災を除く。）の発行

に係る住家等の被害調査に関する

こと。 

(略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) 

(略) 
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頁  現 行（令和６年５月修正） 修正案 

風-151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 災害時の広報・広聴 

(略) 

４ 広報事項 

(略) 

（２）噴火警報等発表時の主な広報事項 

時 期 広報事項 広報媒体 

噴 火 警

報 等 発

表 時 の

広報 

(略) (略) 

(7) 市ホームページ等 

(略) 

(略) (略) (略) 
 

第４節 災害時の広報・広聴 

(略) 

４ 広報事項 

(略) 

（２）噴火警報等発表時の主な広報事項 

時 期 広報事項 広報媒体 

噴 火 警

報 等 発

表 時 の

広報 

(略) (略) 

(7) 市ホームページ 

(略) 

(略) (略) (略) 
 

風-152 そ の 後

の広報 

(略) (略) 

(10)市ホームページ等 

(略) 

災 害 復

旧・復興

期 の 広

報 

(略) (略) 

(10)市ホームページ等 

(略) 

 

そ の 後

の広報 

(略) (略) 

(10)市ホームページ 

(略) 

災 害 復

旧・復興

期 の 広

報 

(略) (略) 

(10)市ホームページ 

(略) 
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第３章 避難誘導対策 

頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

風-157 (略) 

６ 避難情報の対象者 

高齢者等避難及び避難指示は、溶岩流の影響想定範囲や降灰堆積厚３０

ｃｍ以上が想定される範囲等の避難行動をとる必要があると認める区域内

の居住者等のうち、立退き避難を行う必要があると認める者を対象とする。 

 

７ 避難情報の伝達等 

（１）市民への伝達 

本部事務局、市長公室及び消防局は、避難指示等を発令した場合又は

他機関から避難の指示を行った旨の通知を受けた場合は、防災行政用同

報無線（ひばり放送）、広報車、自主防災組織等により次の事項を市民

に周知する。 

また、災害時要援護者に対しては、より確実に周知されるように、健

康福祉局と連携し、避難行動要支援者名簿（総則・予防計画編第２款「第

６章 災害時要援護者支援」予－８３参照）の活用や、多様な伝達手段

の活用により、円滑かつ適切な情報伝達を行う。 

さらに、溶岩流の影響想定範囲や降灰堆積厚３０ｃｍ以上が想定され

る範囲等の住民に対しては自治会、自主防災組織等を通じて伝達する。 

(略) 

(略) 

６ 避難情報の対象者 

高齢者等避難及び避難指示は、溶岩流の影響想定範囲や降灰量３０ｃｍ

以上が想定される範囲等の避難行動をとる必要があると認める区域内の居

住者等のうち、立退き避難を行う必要があると認める者を対象とする。 

 

７ 避難情報の伝達等 

（１）市民への伝達 

本部事務局、市長公室及び消防局は、避難指示等を発令した場合又は

他機関から避難の指示を行った旨の通知を受けた場合は、防災行政用同

報無線（ひばり放送）、広報車、自主防災組織等により次の事項を市民

に周知する。 

また、災害時要援護者に対しては、より確実に周知されるように、健

康福祉局と連携し、避難行動要支援者名簿（総則・予防計画編第２款「第

６章 災害時要援護者支援」予－８６参照）の活用や、多様な伝達手段

の活用により、円滑かつ適切な情報伝達を行う。 

さらに、溶岩流の影響想定範囲や降灰量３０ｃｍ以上が想定される範

囲等の住民に対しては自治会、自主防災組織等を通じて伝達する。 

 

(略) 
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頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

風-162 (略) 

１２ 市民の避難行動 

市民は、「自らの命は自らが守る」という意識を持ち、避難指示が発令さ

れる前であっても、火山の活動状況等を踏まえ、火山現象に応じて、自ら

の判断で自発的に避難行動をとるものとし、市は災害発生の危険度に応じ

た避難指示の発令など、避難行動を支援する情報の提供を行うとともに、

逃げ遅れの防止や住民の負担軽減を考慮した避難誘導を行う。 

 

 

 

(略) 

（２）降灰により避難指示等が発令された場合の避難行動 

 

 

 

 

 

 

 

 

溶岩流の流下、降灰後土石流の危険がある場合は、影響範囲外へ避難

を行う。 

また、降灰堆積厚３０ｃｍ以上が想定される範囲の木造家屋等で、火

山灰の堆積により建物の歪みやきしみなどがある場合は、近隣の堅固な

建物への退避を行うとともに、降灰堆積厚が３０ｃｍ未満と想定される

範囲であっても、自宅や最寄りの建物へ屋内退避を行う。 

なお、立退き避難を行う際は、ヘルメット、ゴーグル、マスク等を着

用の上、身を守りながら徒歩で避難を行う。 

(略) 

(略) 

１２ 市民の避難行動 

市民は、「自らの命は自らが守る」という意識を持ち、避難指示が発令

される前であっても、火山の活動状況等を踏まえ、火山現象に応じて、自

らの判断で自発的に避難行動をとるものとし、市は災害発生の危険度に応

じた避難指示の発令など、避難行動を支援する情報の提供を行うとともに、

逃げ遅れの防止や住民の負担軽減を考慮した避難誘導を行う。 

広域に降灰が及ぶ場合には、降灰の特徴（緊急的・直接的な命の危険性

は相対的に低いこと及び影響が広域かつ長期に及ぶこと）を踏まえ、でき

る限り降灰域内に留まり、自宅等で生活を継続することを基本とする。 

(略) 

（２）降灰により避難指示等が発令された場合の避難行動 

  降灰量が３０ｃｍ以上の木造家屋、降灰後土石流の危険がある地域及

び降灰に伴う社会活動の低下等により自助・共助による生活が継続でき

ず直ちに生命に危険が及ぶ人（例：通院による人工透析患者や介護サー

ビスが必要な人等）が想定される場合は、避難等の行動をとる必要があ

る。火山灰は噴火後徐々に積もるが、噴火状況によっては１日で５ｃｍ

以上積もる可能性があることも踏まえ、特に避難等に時間を要する場合

や速やかな災害応急対応を行うためには、実測の降灰量のみならず見込

みも加味して対応することが必要である。 

避難する際、溶岩流の流下、降灰後土石流の危険がある場合は、影響

範囲外へ避難を行う。  

また、降灰量３０ｃｍ以上が想定される範囲の木造家屋等で、火山灰

の堆積により建物の歪みやきしみなどがある場合は、近隣の堅固な建物

への退避を行うとともに、降灰量が３０ｃｍ未満と想定される範囲であ

っても、自宅や最寄りの建物へ屋内退避を行う。 

なお、立退き避難を行う際は、ヘルメット、ゴーグル、マスク等を着

用の上、身を守りながら避難を行う。 

(略) 
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第５章 火山災害対策 

頁  現 行（令和６年５月修正） 修正案 

風-167 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 降灰対策 

(略) 

３ 道路啓開 

(略) 

（２）道路啓開の実施 

(略) 

イ 実施内容 

（ア）応急復旧 

第２節 降灰対策 

(略) 

３ 道路啓開 

(略) 

（２）道路啓開の実施 

(略) 

イ 実施内容 

（ア）応急復旧 

風-168 都市建設局及び各道路管理者は、復旧に先立ち、道路及び橋りょう

等の施設の被害状況の把握を行い、緊急車両の走行に支障のない程度

に舗装破損箇所の応急復旧を行う。 

（イ）火山灰等の除去 

原則として二車線の車両通行帯が確保できるよう道路上の火山灰

等を除去する。 

(略) 

（４）資機材の確保 

都市建設局は、平常時から資機材の整備を行うとともに、協定締結団体

等の協力を得て、必要な資機材を確保する。 

    

 

(略) 

都市建設局及び各道路管理者は、復旧に先立ち、道路及び橋りょ

う等の施設の被害状況の把握を行い、緊急車両の走行に支障のない

程度に被災箇所の応急復旧を行う。 

（イ）火山灰等の除去 

一車線以上の車両通行帯が確保できるよう道路上の火山灰等を

除去する。 

(略) 

（４）資機材・対策用品の確保 

都市建設局は、平常時から資機材の整備を行うとともに、協定締結団

体等の協力を得て、必要な資機材を確保する。 

   関係各局は、防塵
ぼうじん

マスクやゴーグルなど、降灰対策に必要な用品を確

保する。 

(略) 
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第６章 避難所等の運営 

頁  現 行（令和６年５月修正） 修正案 

風-170 ３ 火山現象別の避難所等の開設・運営 

(略) 

３ 火山現象別の避難所等の開設・運営 

(略) 

風-171 （２）降灰 

  ア 開設の考え方 

避難に当たっては、降灰の影響が少ない地域への避難が望ましいが、

本市においては、市内全域に降灰が想定されることから、避難指示を

発令した地域の避難所を開設することを基本とする。なお、３０ｃｍ

以上の降灰堆積厚が想定され、降雨により建物倒壊のおそれがある避

難所については、開設せず、近隣の避難所を別途開設する。また、降

灰後の土石流により被害を受ける可能性があることを踏まえ、土砂災

害警戒区域（土石流）のおそれがある区域内又はその近傍に所在する

避難所についても、原則開設しない。 
(略) 

（２）降灰 

  ア 開設の考え方 

避難に当たっては、降灰の影響が少ない地域への避難が望ましいが、

本市においては、市内全域に降灰が想定されることから、避難指示を

発令した地域の避難所を開設することを基本とする。なお、３０ｃｍ

以上の降灰量が想定され、降雨により建物倒壊のおそれがある避難所

については、開設せず、近隣の避難所を別途開設する。また、降灰後

の土石流により被害を受ける可能性があることを踏まえ、土砂災害警

戒区域（土石流）のおそれがある区域内又はその近傍に所在する避難

所についても、原則開設しない。 
(略) 
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第１章 市災害対策本部活動 

頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

風-172 (略) 

２ 市災害対策本部設置前の体制 

市災害対策本部設置前の体制は、次のとおりである。 

（１） 特殊災害情報連絡体制（レベル０）の確立 

(略) 

配備基準 

(1) 市域に次の警報が発表されたとき。 

①火災警報  ②大雪警報  ③暴風雪警報 

 

(2) その他危機管理監が必要と認めたとき。 

（２）特殊災害初動体制（レベル１）の確立 

(略) 

配備基準 

(1) 警報が発表され、災害発生のおそれがあるとき。 

 

 

(2) 局地的な被害が発生したとき。 

(3) その他危機管理監が必要と認めたとき。 

(略) 

(略) 

２ 市災害対策本部設置前の体制 

市災害対策本部設置前の体制は、次のとおりである。 

（１）特殊災害情報連絡体制（レベル０）の確立 

(略) 

配備基準 

(1) 市域に次の警報が発表されたとき。 

①大雪警報  ②暴風雪警報 

(2) 林野火災警報を発し、火災の延焼が見込まれるとき。  

(3) その他危機管理監が必要と認めたとき。 

（２）特殊災害初動体制（レベル１）の確立 

(略) 

配備基準 

(1) 警報(火災に関する警報を除く。)が発表され、災害発生のおそれが

あるとき。 

(2) 火災に関する警報（林野火災警報を除く。）を発したとき。 

(3) 局地的な被害が発生したとき。 

(4) その他危機管理監が必要と認めたとき。 

(略) 
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第５章 危険物等災害対策 

頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

風-182 第１節 危険物等応急対策 

(略) 

第１節 危険物等応急対策 

(略) 

風-183 ４ 石油類等危険物対策 

（１）事業者 

(略) 

エ 消防隊の到着に際しては、誘導員を配置するなどして進入を容易に

し、かつ、災害の状況及び石油類等の品名、保有量、位置、消火設備

等について消防隊に報告する。 

（２）消防局及び消防団 

(略) 

カ 負傷者の救出・救助活動及び救急活動の実施 

(略) 

４ 石油類等危険物対策 

（１）事業者 

(略) 

エ 消防隊の到着に際しては、誘導員を配置するなどして進入を容易に

し、かつ、災害の状況及び石油類等の品名、保有量、位置、消火設備

等について報告する。 

(略) 

（２）消防局及び消防団 

カ 負傷者の救出・救助活動及び救急活動を実施する。 

(略) 

 ５ 火薬類対策 

(略) 

５ 火薬類対策 

(略) 

風-184 （３）警察署 

イ ガス爆発の危険性がある場合には、直ちに立入禁止区域を設定する

とともに、関係機関と緊密に連携して地域住民の避難誘導、立入禁止

区域の警戒、交通規制等を行う。 

(略) 

（３）警察署 

イ 爆発の危険性がある場合には、直ちに立入禁止区域を設定するとと

もに、関係機関と緊密に連携して地域住民の避難誘導、立入禁止区域

の警戒、交通規制等を行う。 

(略) 

 ６ 高圧ガス及び液化石油ガス対策 

（１）事業者 

(略) 

オ 消防隊の到着に際しては、誘導員を配置するなどして進入を容易に

し、かつ、災害の状況及び高圧ガス等の品名、保有量、位置、消火設

備の状況等について消防隊に報告する。 

（２）消防局及び消防団 

(略) 

ウ 警戒区域を設定し、施設周辺の市民の避難誘導、広報等、その他必 

６ 高圧ガス及び液化石油ガス対策 

（１） 事業者 

(略) 

オ 消防隊の到着に際しては、誘導員を配置するなどして進入を容易に

し、かつ、災害の状況及び高圧ガス等の品名、保有量、位置、消火設

備の状況等について報告する。 

（２）消防局及び消防団 

(略) 

ウ 警戒区域を設定し、施設周辺の市民の避難誘導、広報その他必要な 
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頁 現 行（令和７年５月修正） 修正案 

 要な措置を講ずる。 

（３）警察署 

(略) 

イ ガス爆発の危険性がある場合には、直ちに立入禁止区域を設定する

とともに、関係機関と緊密に連携して地域住民の避難誘導、立入禁止

区域の警戒、交通規制等を行う。 

(略) 

措置を講ずる。 

（３）警察署 

(略) 

イ 爆発の危険性がある場合には、直ちに立入禁止区域を設定するとと

もに、関係機関と緊密に連携して地域住民の避難誘導、立入禁止区域

の警戒、交通規制等を行う。 

(略) 
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第７章 大規模な火事対策 

頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

風-201 (略) 

４ 市の対策活動 

（２）応急対策活動 

関係各局は、被害情報等に基づき、必要な措置を講ずる。 

(略) 

エ 消防相互応援協定に基づく応援要請、緊急消防援助隊の出動要請 

(略) 

カ 県へのヘリコプターの出動要請（偵察及び空中消火等）、自衛隊の派

遣要請要求 

(略) 

(略) 

４ 市の対策活動 

（２）応急対策活動 

関係各局は、被害情報等に基づき、必要な措置を講ずる。 

(略) 

エ 消防相互応援協定に基づく応援要請、緊急消防援助隊の応援要請 

(略) 

カ 県へのヘリコプターの応援要請（偵察及び空中消火等）、自衛隊の派

遣要請要求 

(略) 
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第１章 公共施設等の災害復旧事業 

頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

復-1 第１節 災害復旧事業計画の策定 

(略) 

３ 復旧事業計画の対象 

災害復旧事業は、次の事業計画を定め実施する。 

分 野 主な事業項目 

公共土木施設の 

復旧等 

・河川､砂防施設､林地荒廃防止施設､急傾斜地崩壊防止

施設､道路､下水道､公園等の復旧事業 

・砂防事業 

（略） （略） 

厚生施設の復旧

等 

・生活保護施設、児童福祉施設、老人福祉施設、障害者

福祉施設、婦人保護施設、感染症指定医療機関の復旧

事業 

・感染症予防事業 

・医療施設、廃棄物処理施設の復旧事業 

・災害廃棄物処理事業 

・水道復旧事業 

（略） （略） 
 

第１節 災害復旧事業計画の策定 

(略) 

３ 復旧事業計画の対象 

災害復旧事業は、次の事業計画を定め実施する。 

分 野 主な事業項目 

公共土木施設の 

復旧等 

・河川､砂防施設､林地荒廃防止施設､急傾斜地崩壊防止

施設､道路､水道、下水道､公園等の復旧事業 

・砂防事業 

（略） （略） 

厚生施設の復旧

等 

・生活保護施設、児童福祉施設、老人福祉施設、障害者

福祉施設、女性自立支援施設、感染症指定医療機関の

復旧事業 

・感染症予防事業 

・医療施設、廃棄物処理施設の復旧事業 

・災害廃棄物処理事業 

〔削除〕 

（略） （略） 
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第２章 被災者への生活支援 

頁  現 行（令和７年５月修正） 修正案 

復-5 (略) 

４ 義援品の受領・配分計画 

(略) 

（２）義援品の集積・配送 

環境経済局は、義援品について、災害の状況等を勘案し、救援物資受

入拠点で集積・配送を行う。 

(略) 

４ 義援品の受領・配分計画 

(略) 

（２）義援品の集積・配送 

環境経済局は、義援品について、災害の状況等を勘案し、救援物資受

入拠点で集積・配送を行う。 

複-6 ＜救援物資受入拠点の主な役割＞ 

拠点名 主な役割 

(略) (略) 

市体育館 
○救援物資、義援品の保管

（補助） 

(略) 

＜救援物資受入拠点の主な役割＞ 

拠点名 主な役割 

(略) (略) 

〔削除〕 〔削除〕 

(略) 

 


